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『培
嚢
抄
』
年
中
行
事
記
事
の
基
礎
的
検
討

―
―
中
世
後
期

〈『年
中
行
事
歌
合
』
／

『公
事
根
源
し

吉子
受
史
の
た
め
に

一　

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

『壌
嚢
妙
』
の
年
中
行
事
記
事
に
つ
い
て
は
、
笹
川
祥
生
氏
の
解
題

こ
ヽ

『壌
嚢
妙
』
の
撰
述
に
あ
た

つ
て
は
数
多
く
の
書
籍
が
利
用
さ
れ

て
い
る
。
研
究
者
が

『
壌
嚢
妙
』
に
関
心
を
抱
く
理
由
の

一
つ
も

そ
こ
に
あ
る
。
（中
略
）
書
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
本
書
に
付
載
し
た
書
名
索
引
で
検
索
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

し
か
し
、
索
引
に
掲
げ
た
も
の
以
外
に
、
書
名
を
記
さ
ず
に
引
用

し

て
い
る
こ
と
も
少
く
な
い
。
（中
略
）
和
書

で
は
、
こ
の
他

『
日
本
書
紀
』
『
延
喜
式
』
『
元
亨
釈
書
』
『
源
氏
物
語
』
冨
一教
指

帰
』
『
風
土
記
』
コ

一宝
字
類
妙
』
『
和
名
妙
』
『
秘
蔵
記
』
『
正
統

記
』
な
ど
か
ら
の
引
用
が
目
立

つ
て
い
る
。
書
名
は
あ
げ
ら
れ
て

い
な
い
が
、
『
公
事
根
源
』
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ

る

（正
保
版
本
四
、
五
巻
の
年
中
行
事
の
各
條
）。

と
の
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
た
め
、

笹
川
氏
の
説
が
定
説
と
な

っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
後
の
指

野
上
　
潤

一

摘
と
し
て
、
鈴
木
元
氏

「太
平
記
受
容
史

一
斑
―

『太
平
記
賢
愚
抄
』

を
め
ぐ

っ
て
―
」

に
、

（稿
者
註
、
『太
平
記
賢
愚
抄
』
の
）
巻
二
十
四
で
の
長
文
に
わ
た
る

年
中
行
事
解
説
な
ど
は
、
湖
れ
ば
二
条
良
基
主
催
に
な
る

『
年
中

行
事
歌
合
』
の
行
事
解
説
な
ど
に
た
ど
り
着
く
内
容
で
あ
る
が
、

直
接
に
は
培
嚢
妙
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
事
典

的
利
用
の
最
も
見
易
い
例
で
あ
る
。

と
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
『
壌
嚢
妙
』
が
何
に
よ
る
か
は
明
確
に

さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
公
事
根
源
』
の

『
年
中
行
事
歌
合
』
依
拠
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
態
度
を
保
留
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
『
公
事
根
源
』
は

『年
中
行
事
歌
合
』
に
依
拠
し
て
い
る

た
め
、
『
壌
嚢
抄
』
の

「
公
事
根
源
』
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
部

分
」
は

『年
中
行
事
歌
合
』
と
も
類
似
す
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
、
『
培
嚢
妙
』
の
典
拠
の
確

定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
公
事
根
源
』
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ

る
」
と
し
て
す
ま
さ
れ
、
か

つ
、
そ
れ
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ

た
の
は
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
が
不
当
に
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
の



あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
『
壌
嚢
妙
』
年
中
行
事
記
事
に
は

「
二
条
ノ
関
白
家
ノ
御
記
」
コ
一条
ノ
摂
政
家
ノ
御
記
」
な
る
書
が
引
用

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

（『公
事
根
源
』
で
は
な
く
）
『
年
中
行
事
歌
合
』

と
お
ぼ
し
い
の
で
あ
る
。

▼

『
培
嚢
妙
』
巻
四
―
二
十

一

［四
方
拝
小
朝
拝
ナ
ン
ド
申

ハ
。
何
事

ソ
。
］

又
二
条
ノ
関
白
家

ノ
御
記

ニ
ハ
寛
平
二
年

ノ
宇
多
ノ
御
門
ノ
御
記

二
被
レ
載
タ
レ
共
。
始
メ
ト
ハ
不
レ
覚

へ
。
此
事
何
ョ
リ
始
リ
タ
リ

共
不
レ
見

へ
。
皇
極
天
皇
雨
ヲ
祈
り
給
テ
四
方

ヲ
拝
シ
給
由
。
日

本
記

ニ
モ
ア
レ
ハ
。
是
ナ
ン
ト
フ
ヤ
。
始
ト
モ
申

ヘ
キ
ト
一蚕
ム
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
〓

番

。
左

。
四
方
拝
］

此
事
い
つ
は
じ
ま
り
た
り
と
も
み
え
ず
、
寛
平
二
年
の
宇
多
の
御

門
の
御
記
に
載
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
濫
暢
と
は
見
え
侍
ら
ず
、
皇

極
天
皇
雨
を
祈
り
ま
し
ま
し
て
四
方
を
拝
し
給
ふ
由
日
本
紀
に
あ

れ
ば
、
是
な
ど
を
や
は
じ
め
と
も
申
す
べ
か
ら
ん
、

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
五
―
十

一

［献
レ
昨
事
］
　
　
　
　
　

↓^

又
二
条
ノ
摂
政
家
ノ
御
記

二
日
。
昨
ヲ
ハ
。
神
道

ニ
ハ
神
食
共
書

ク
。
警

ヘ
ハ
神
供
ナ
ン
ト
ヲ
申
也
卜
云
云
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［廿
二
番

・
左

・
献
昨
］

昨
を
奉
る
と
云
ふ
事
は
、
昨
日
の
尺
箕
の
供
具
を
本
寮
よ
り
内
裏

へ
奉
る
事
な
り
、
み
け
と
は
神
食
と
も
か
け
る
に
や
、
た
と

へ
ば

神
供
な
ど
を
申
す
な
り
、

▼

『壌
嚢
妙
』
巻
五
―
二
十
三

［季
御
読
経
事
］

二
条
ノ
摂
政
家
ノ
御
記

ニ
モ
。
茶

ハ
昔
ヨ
リ
。
フ
ホ
ヤ
ケ
ノ
。
モ

テ
ナ
シ
給
物

ニ
テ
侍
レ
ハ
。
大
内

ニ
モ
茶
苑
ナ
ン
ト
侍
り
。
中
比
。

栂
尾
ノ
如
址
人
ト
ヤ
ラ
ン
。
茶
ノ
種
ヲ
植
タ
ル
ト
申

ハ
。
僻
事

ニ

テ
待
π
ト
ノ
。

『年
中
行
事
歌
合
』
［廿
五
番

。
右

。
季
御
読
経
］

さ
れ
ば
茶
は
、
む
か
し
よ
り
お
ほ
や
け
の
も
て
な
し
給
ふ
物
な
り

け
れ
ば
、
大
内
に
も
茶
苑
な
ど
侍
る
に
、
中
比
栂
尾
の
何
上
人
と

や
ら
ん
、
茶
の
種
を
植
ゑ
た
る
な
ど
申
す
は
、
ひ
が
ご
と
に
て
侍

る
に
こ
そ

「
二
条
ノ
関
白
家
ノ
御
記
」
コ
一条
ノ
摂
政
家
ノ
御
記
」
が

『年
中
行
事

歌
合
』
を
指
す
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
よ

っ
て
、
『
壌
嚢
抄
』

の
編
者
で
あ
る
行
誉
が
、
『年
中
行
事
歌
合
』
を
手
に
入
れ
、
利
用
し

て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
右
の
三
条
の
み

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
よ
り
、
自
余

は

『
公
事
根
源
』
に
よ
る
の
か
、
便
宜
に
よ
り
両
書
を
使
い
分
け
て
い

る
の
か
、
あ
る
い
は
年
中
行
事
記
事
全
体
が

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
よ

る
の
か
、
な
ど
が
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
。
『
公
事
根
源
』
享
受
史

に
見
直
し
が
迫
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
重
要
な
問
題
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
ま
づ
年
中
行
事
記
事
の
直
後
に
配
さ
れ
る
二
項
目
に
注
目

す
る
と
、

▼

『
培
嚢
抄
』
巻
五
―
三
十
五

［牛
車
。
彗
車
ノ
。
宣
旨
ナ
ド
申

ハ
。

何
ナ
ル
事
ソ
。
］

牛
車

ハ
。
高
貴
ノ
智
臣
。
宿
老
ノ
大
臣
ナ
ン
ト
。
此
宣
旨
ヲ
蒙
リ
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給
テ
。
陣
ノ
中
ノ
重
ト
カ
ヤ
ヘ
。
車

二
牛
ヲ
懸
テ
。
出
入
シ
給
ト

ナ
ン
。
肇
車
ト
ハ
。
章
ヲ
ハ
。
手
車
ト
ヨ
ム
。
輪
ヲ
懸
テ
。
輿
ノ

様

二
。
作
リ
タ
ル
車
ナ
ル
ヘ
シ
。
是
モ
可
レ
然
宿
老
ノ
大
臣
。
又

ハ
女
御
更
衣

テ

ン
ト
ノ
。
許
サ
レ
テ
。
大
内

ノ
中

ヲ
。
通
ヒ
給

フ
物
也
ト
ナ
ン
。
源
氏

ニ
ハ
。
桐
坪
ノ
更
衣
モ
。
此
替
車
ノ
。
許

サ
レ
。
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ケ
ル
由
書
侍

ニ
ヤ
。
尤
モ
規
模
ノ
事
ト
カ
ヤ
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［四
十
八
番

。
左

。
牛
車
］

右
、
牛
車
と
は
、
宿
老
の
大
臣
な
ど
陣
の
中

へ
車
に
牛
を
か
け
て
、

中
の
重
を
出
入
す
る
事
な
り

『
年
中
行
事
歌
合
』
［五
十
番

・
左

・
肇
車
］

彗
車
と
は
、
わ
を
か
け
て
輿
の
や
う
に
造
り
た
る
車
な
り
、
是
を

さ
り
ぬ
べ
き
宿
老
の
大
臣
、
又
女
御
更
衣
な
ど
の
ゆ
る
さ
れ
て
、

大
内
の
う
ち
を
か
よ
ひ
給
ふ
も
の
な
り
、
桐
壼
の
更
衣
も
此
車
を

ゆ
る
さ
れ
た
る
由
、
源
氏
物
語
に
も
侍
る
に
や
、

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
三
十
六

［禁
中

二
。
夜
行
。
問
籍
。
掻
灯
ナ
ン

ト
云
事
ノ
侍
ル
ハ
。
何
ソ
］

夜
行
ト
ハ
。
左
近
衛
。
右
近
衛
ノ
尉
力
番

二
折
テ
。
禁
中
ヲ
廻
リ

侍
ル
事
ト
ナ
ン
。
左
近

ハ
。
子
。
右
近

ハ
。
丑
。
代
々
巡
り
侍
ル

事
ト
ナ
ン
。
働
テ
近
衛
ノ
夜
行
卜
申
也
次

二
問
籍
ト
ハ
。
名
謁
ノ

事
也
。
ロ
ノ
問
籍
ト
テ
。
殿
上

ニ
テ
。
高
ク
名
乗
り
侍
ト
カ
ヤ
。

公
卿
ナ
ン
ト
ノ
名
謁

ハ
。
近
比

ハ
。
潜

二
。
名
乗
り
。

マ
シ
マ
ス

ト
ナ
ン
。
又
掻
灯
ト
ハ
。
夜
ノ
御
殿
ノ
灯
火
也
夜
ノ
フ
ト
ヽ
ハ
君

ノ
御
寝
所
ナ
リ
。
剣
璽
ヲ
置
ル
ヽ
故

二
。
何
モ
灯
火
ヲ
ケ
サ
ス
。

常

二
是
ヲ
掻
上
ル
ニ
ヤ
。
掻
灯
卜
申
ラ
ン
。
凡
ソ
御
殿

ヘ
ハ
。
典

侍
ナ
ン
ト
ノ
外

ハ
。
無
二
左
右
「
人
ノ
入
ヌ
事
ト
コ
ソ
。
聞

ユ
メ

レ

。

『年
中
行
事
歌
合
』
［四
十
二
番

・
左

・
寄
夜
行
恋
］

禁
中
の
夜
行
と
申
す
は
、
左
右
近
衛
府
夜
め
ぐ
り
を
し
侍
る
な
り
、

『年
中
行
事
歌
合
』
［四
十
二
番

・
右

・
間
籍
］

右
、
間
籍
と
申
す
は
名
謁
の
事
な
り
、
今
も
滝
回
の
間
籍
と
て
、

殿
上
回
に
て
た
か
く
名
乗
り
侍
る
に
や
、
公
卿
な
ど
の
名
謁
は
近

比
は
ひ
そ
か
に
名
乗
り
侍
る
に
こ
そ

『年
中
行
事
歌
合
』
［対
八
番

・
左

。
寄
夜
御
殿
恋
］

夜
御
殿
と
申
す
は
天
子
の
御
寝
所
な
り
、
剣
璽
を
を
か
る
る
故
に

い
つ
も
灯
を
け
た
ず
、
是
を
か
い
と
も
し
と
申
す
に
や
、
大
方
夜

御
殿

へ
は
、
典
侍
な
ど
の
外
は
、
い
た
く
入
ら
ぬ
こ
と
に
や
と
ぞ

承
り
置
き
し
、

［牛
車
。
禁
車

ノ
。
宣
旨
ナ
ド
申

ハ
。
何
ナ
ル
事

ソ
。
］
項
は
、
『年
中

行
事
歌
合
』
の

［四
十
八
番

・
左

。
牛
車
］
［五
十
番

。
左

・
禁
車
］
、

［禁
中

二
。
夜
行
。
問
籍
。
掻
灯
ナ
ン
ト
云
事
ノ
侍
ル
ハ
。
何
ソ
］
項

は
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
の

［四
十
二
番

・
左

。
寄
夜
行
恋
］
［四
十
二

番

。
右

。
問
籍
］
［対
八
番

・
左

。
寄
夜
御
殿
恋
］
に
よ

っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
と

『
公
事
根
源
』

の
記
述
が
重
な
る
の
は
三
十
五
番
ま
で
な
の
で
、
三
十
六
番
以
降
と
の

一
致
に
お
い
て
は
疑
間
の
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な

こ
と
は
、
『壌
嚢
抄
』
が

『年
中
行
事
歌
合
』
に
関
し
て
も
、
里
日名
を



記
さ
ず
に
引
用
し
て
い
る
」
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
年
中

行
事
記
事
で
の
利
用
が
三
例
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
だ

ス
了
つ
。

以
下
、
第
二
節
に
お
い
て
、
『壌
嚢
妙
』
年
中
行
事
記
事
が

『年
中

行
事
歌
合
』
『公
事
根
源
』
の
ど
ち
ら
に
よ
る
か
検
討
す
る
が
、
如
上

の
問
題
の
み
を
あ

つ
か
う
の
で
は
、
『壌
嚢
抄
』
研
究
に
資
す
る
と
こ

ろ
が
少
な
い
の
で
、
第
二
節
に
お
い
て
、
『年
中
行
事
歌
合
』
／

『公

事
根
源
』
で
は
説
明
で
き
な
い
部
分
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
『壌
嚢
妙
』

の
年
中
行
事
記
事
全
体
の
典
拠
を
洗
い
出
し
た
い
と
思
う
。

一
一

『年
中
行
事
歌
合
』
か

『公
事
根
源
』
か

一
一
。
一

『年
中
行
事
歌
合
』
に
の
み
あ
る
記
述

ま
づ
、
『公
事
根
源
』
に
な
い
記
述
の
検
討
を
と
お
し
て
、
『年
中
行

事
歌
合
』
の
影
響
を
確
認
す
る
。

▼

『壌
嚢
妙
』
巻
四
―
二
十
四

［小
朝
拝
事
］

然
ル
ニ
延
喜
五
年
。
正
月

一
日
仰
・レ
左
大
臣
■
被
レ
止
レ
之
ヲ
ケ

ル
也
。
又
同
十
九
年
正
月

一
日
。
左
大
臣
ノ
依
レ
被
Ｌ
申
復
レ
ｒ^
）

キ
ニ
被
レ
行
レ
之
ヱ
苔
ム
。
其
故

二
。
四
方
拝
ハ
宗
店
社
稜
ノ
タ
メ
。

又
ハ
普
ク
群
臣
ヲ
恵
ミ
。
万
民
ヲ
憐
レ
ミ
給
。
天
子
ノ
御
政
也
。

小
朝
拝

ハ
。
臣
ト
シ
テ
。
君
ヲ
拝
シ
奉
ル
ヘ
キ
由
申
請
テ
。
行

ル
ヽ
事
ナ
レ
ハ
。

『年
中
行
事
歌
合
』
Ｔ
一番

・
左

・
小
朝
拝
］

此
左
歌
の
心
い
た
く
心
え
ら
れ
ぬ
様
に
侍
れ
ど
、
情
推
量
を
加
ふ

る
に
、
天
子
の
政
は
皆
宗
廟
社
稜
の
為
、
又
普
く
群
臣
を
め
ぐ
み

万
民
を
哀
み
給
ふ
故
あ
る
に
や
、
此
小
朝
拝
と
云
へ
る
事
は
、

傍
線
部
は

『年
中
行
事
歌
合
』
の
歌
の
解
説
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
た

め
、
『
公
事
根
源
」
に
は
見
え
ず
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
あ
げ
る
四
方
拝
の
傍
線
部
に
関
し
て
も
、

▼

『壌
嚢
妙
』
巻
四
―
二
十

一

［四
方
拝
小
朝
拝
ナ
ン
ド
申

ハ
。
何
事

ソ
。
］

先
四
方
拝
卜
申

ハ
。
正
月
元
日
ノ
寅
刻

二
。
天
子
。
天
地
四
方
ヲ

拝
シ
給
フ
当
年
ノ
星
。
本
命
星
ヲ
。
七
反
充
唱
へ
給
頌
文
ナ
ン
ト

侍
ル
ト
ナ
ン
。
是
年
々
ノ
災
ヲ
攘
テ
宝
詐
長
久
ヲ
祈
り
給
ヒ
御
座

ス
『
年
中
行
事
歌
合
』
〓

番

・
左

。
四
方
拝
］

左
、
四
方
拝
と
い
ふ
事
は
、
天
子
は
天
地
四
方
を
ま

つ
る
と
い
ふ

事
も
侍
る
に
や
、
元
正
寅
の
時
に
す
べ
ら
ぎ
の
属
星
を
唱
へ
、
あ

め

つ
ち
四
方
山
陵
を
拝
し
給
ひ
て
、
年
災
を
も
払
ひ
宝
詐
を
も
祈

り
申
さ
る
る
に
て
侍
る
に
や
、
（中
略
）
頌
文
な
ど
お
ほ
く
侍
れ

ど
も
、
そ
れ
ま
で
は
注
す
に
お
よ
ば
ず
、
今
星
を
唱
ふ
る
な
ど
よ

め
る
は
、
当
年
星
ほ
ん
命
し
や
う
を
先
七
反
づ

つ
と
な
へ
給
ふ
事

に
や
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
、

歌
の
解
説
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
う
え
に
、
「当
年
ノ
星
。
本
命
星
ヲ
。

〈６
）

七
反
充
唱

へ
給
」
は
二
条
家
正
説
で
あ
り
、
『公
事
根
源
』
に
は
見
え

な
い
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
『年
中
行
事
歌
合
』
の
影
響
は
歌
の
解
説



に
関
わ
る
部
分
の
み
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
五
―
三
十
二

［御
仏
名
之
事
］

仏
名
ト
ハ
。
三
世
ノ
諸
仏
ノ
御
名
ヲ
。
唱

ヘ
テ
。　
一
年
ノ
罪
障
ヲ
。

懺
悔
シ
御
座
也
。
貞
観
ノ
比

ニ
ヤ
。　
一
万
三
千
仏
ヲ
。
画
図

二
顕

シ
テ
。
諸
国

へ
賦
ラ
セ
給
ケ
ル
由
。
国
史

二
見
タ
リ
。
此
時
左
衛

門
ノ
府
ノ
栢
梨
ノ
庄
卜
日
所
ヨ
リ
。
御
酒
ヲ
奉
テ
。
殿
上

ニ
テ
。

勧
盃
ノ
侍
ル
也
。
栢
梨
庄
ト
ハ
。
所
領
ノ
名
ナ
ル
ヘ
シ

『年
中
行
事
歌
合
』
［汁
四
番

・
左

・
仏
名
］

仏
名
は
三
世
の
諸
仏
の
御
名
を
唱

へ
て
、　
一
年
の
罪
を
ざ
ん
げ
し

侍
る
心
な
り
、
貞
観
の
比
か
と
よ
、　
一
万
三
千
仏
を
画
図
に
あ
ら

は
し
て
、
諸
国

へ
く
ば
ら
せ
給
ふ
よ
し
国
史
に
見
及
び
侍
り
し
、

い
と
難
有
事
な
り
、
栢
梨
と
は
左
近
衛
府
の
栢
梨
庄
と
い
ふ
所
よ

り
御
酒
を
奉
り
て
、
殿
上
に
て
勧
杯
の
あ
る
な
り
、
栢
梨
と
は
所

領
の
名
に
て
侍
る
に
や
、

『
公
事
根
源
』
［神
仏
名
］

栢
梨
の
勧
盃
な
ど
い
ふ
こ
と
あ
り
。
そ
れ
は
左
近
衛
府
の
領
に
、

摂
津
国
栢
梨
の
庄
と
い
ふ
所
よ
り
、
御
酒
を
奉
り
て
、
殿
上
に
て

勧
盃
の
あ
る
な
り
。
（中
略
）
こ
の
仏
名
と
い
ふ
は
、
三
世
の
諸

仏
の
名
号
を
唱

へ
て
、
六
根
の
罪
を
滅
す
る
意
な
り
。
誠
に
仏
名

経
に
釈
か
る
ゝ
所
の
功
徳
は
、
は
か
り
な
き
に
や
、
宝
亀
五
年
十

二
月
よ
り
は
じ
ま
る
。
承
和
の
比
は
毎
年
仏
名
、
三
ヶ
日
の
間
は
、

諸
国
に
て
殺
生
禁
断
の
よ
し
、
格
に
見
え
た
り
。

▼

『
壌
嚢
砂
』
巻
五
―
十
八

［大
板
事
］

＾
マ
マ
）

此
板

ハ
。
百
官
朱
雀
門

二
集
テ
板

テ

シ
給
也
。
六
月
晦
日
ノ
事

ナ
レ
ハ
。
六
月
板

二
通
ヒ
侍
ル
ベ
ケ
レ
共
。
是

ハ
群
臣

一
同
シ
集

テ
シ
給
フ
板

へ
也
。
働
テ
大
板
卜
申

ニ
ヤ
。
触
機
ナ
ン
ト
モ
ア
リ
。

又
神
事
ナ
ン
ト
行
ル
レ
ハ
。
臨
時

ニ
モ
常

二
。
此
秩

ハ
ア
ル
事
ト

ナ
ン
。
強
六
月

ニ
ハ
不
レ
限
ラ
也
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［十
八
番

・
左

。
大
祓
］

大
祓
と
云
ふ
は
、
百
官
朱
雀
門
に
あ

つ
ま
り
て
祓
を
し
侍
る
な
り
、

六
月
晦
日
の
事
な
れ
ば
、
六
月
祓
に
か
よ
ひ
侍
れ
ど
も
、
こ
れ
は

群
臣

一
同
に
あ

つ
ま
り
て
祓
を
す
る
な
り
、
触
機
な
ど
も
あ
り
神

事
な
ど
も
行
は
ざ
る
を
り
は
、
臨
時
に
も
常
に
此
祓
は
あ
る
こ
と

な
り
、
六
月
に
か
ぎ
る
べ
か
ら
ず
、

『
公
事
根
源
』
［大
秩
］

大
抜
と
い
ふ
は
、
百
官
悉
く
朱
雀
門
に
あ

つ
ま
り
て
、
板
を
し
侍

る
な
り
。
六
月
十
二
月
二
度
あ
り
。
天
武
天
皇
の
御
時
よ
り
は
じ

ま
る
。
解
除
は
触
機
な
ど
の
時
も
あ
り
。
神
事
を
行
ふ
時
は
、
臨

時
に
も
常
に
あ
れ
ど
も
、
こ
の
大
板
は
、
百
官

一
同
に
あ

つ
ま
り

て
、
板
を
す
る
な
り
。

右
、
二
項
目
の
傍
線
部
が
歌
の
解
説
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
傍
線
部
の
有
無
の
み
で
は
な
く
、
全
体
的
に

『
年
中
行
事
歌

合
』
と

一
致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
、
『年
中
行
事
歌
合
』

に
の
み
あ
る
記
述
は
、
［奏
ス
ル
氷
様
腹
赤
ノ
御
贄
事
］
［重
陽
節
会
之

事
］
〓
塁
明
節
会
事
］
［節
折
事
］
な
ど
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ

け
な
ら
、
『
公
事
根
源
』
に
な
い
箇
所
を

『
年
中
行
事
歌
合
』
で
補

っ
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た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
『
公
事
根

源
』
（以
下
、
「両
圭
こ

と
す
る
）
で
記
述
が
異
な
る
箇
所
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

一
丁

一
一　
両
書
で
記
述
が
異
な
る
箇
所

ま
づ
、
両
書
で
語
句

・
順
序
が
相
違
す
る
箇
所
に
つ
い
て
見
る
と
、

▼

『壌
嚢
妙
』
巻
五
―
二
十
二

［定
考
事
］

凡
ソ
此
定
考
卜
申
事

ハ
。
昔

ハ
六
位
己
上
ノ
。
加
階

二
叙
ス
ル
人

ハ
。
其
芸
能
。
行
跡
ヲ
撰
シ
テ
。
栄
爵
ヲ
賜
リ
ケ
ル
也
。
選
叙
令

ナ
ン
ト
申
文

二
委
シ
ク
註
サ
レ
侍
ル
ト
ナ
ン
。
徳
行
才
名
格
勤
ナ

ン
ト
ニ
依
テ
。
官
爵
ヲ
賜
ケ
ル
也
。
此
人
々
ヲ
選
ヒ
出
シ
。
定
メ

侍
ル
ヲ
。
定
考
卜
申
也
。
但
文
字

ニ
ハ
。
定
考
卜
書
タ
レ
共
。
打

返
シ
テ
。
カ
ウ
チ
ヤ
ウ
ト
読
ミ
付
り
是
又
口
伝

ニ
テ
侍
ル
也
。
尤

故
ア
ル
事
ト
ナ
ン
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［廿
二
番

・
左

・
定
考
］

左
、
定
考
と
い
へ
る
事
は
、
昔
六
位
以
上
の
加
階
を
す
る
人
は
、

其
芸
能
行
跡
を
撰
び
て
、
栄
爵
を
給
ひ
け
る
な
り
、
選
叙
令
な
ど

に
こ
ま
か
に
し
る
せ
り
、
徳
行
才
名
格
懃
な
ど
に
よ
り
て
官
爵
を

も
給
ひ
け
る
な
り
、
此
人
人
を
選
出
だ
し
て
定
め
侍
る
を
定
考
と

は
申
す
な
り
、
文
字
に
は
定
考
と
書
き
て
侍
れ
ど
も
、
さ
か
さ
ま

に
考
定
と
よ
み
侍
る
、
此
も
故
あ
る
事
の
侍
る
に
や
、

『
公
事
根
源
』
［定
考
］

こ
れ
は
む
か
し
、
六
位
以
上
の
加
階
を
す
る
人
は
、
か
の
芸
能
、

禄
旅
「
榔
鼎
謝
ヨ
曇
騒
“
‘
む
菊
馘
蟄
畠
都
榔
附
吸
Ｑ
摂
ヴ
。
（中
略
）

こ
の
人
々
を
択
び
出
し
て
定
め
侍
る
を
、
定
考
と
は
申
す
な
り
。

定
考
と
文
字
に
は
書
き
て
侍
れ
ど
、
考
定
と
逆
に
読
み
侍
る
が
口

伝
に
て
侍
る
な
り
。
選
叙
令
に
、
委
し
き
事
は
載
せ
た
り
。
そ
の

儀
式
な
ど
は
、
次
第
に
見
え
た
り
。

波
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
『
公
事
根
源
』
は

『
年
中
行
事
歌
合
』
を

要
約

。
再
構
成
し
て
お
り
、
『
培
嚢
抄
』
が

『
年
中
行
事
歌
合
』
に

よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
両
書
を
見
く
ら
べ
て
い
る
と
し

て
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
を
採
用
し
た
理
由
が
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。そ

こ
で
、
『
公
事
根
源
』
の
記
述
が
よ
り
詳
細
な
場
合
に
つ
い
て
見

る
と
、

▼

『壌
嚢
妙
』
巻
五
―
十
二

［旬
事
］

此
旬

ニ
ハ
。
内
侍
扇
ヲ
持
テ
。
上
達
部

二
賜

ヘ
ハ
。
膝
ヲ
ツ
キ
テ

請
取
給
。
作
法
ナ
ン
ト
侍
ヘ
ル
ト
ナ
ン
。

『年
中
行
事
歌
合
』
［十

一
番

。
左

・
旬
四
月
一
Д

四
月
の
旬
に
は
、
内
侍
扇
を
も
ち
て
上
達
部
に
給

へ
ば
、
ひ
ざ
ま

づ
き
て
う
け
と
る
さ
法
な
ど
あ
る
に
や
、

『
公
事
根
源
』
［孟
夏
ノ
旬
］

こ
の
孟
夏
の
旬
に
は
、
二
献
の
後
、
内
侍
扇
を
入
れ
た
る
柳
富
を

持
ち
て
、
御
屏
風
の
南
の
端
に
置
き
た
る
を
、
出
居
の
次
将
と
り

て
、
王
卿
の
座
の
前
に
つ
き
て
、
一扇
を
分
ち
た
ま
ふ
な
り
。
一扇
の

拝
と
て
、
い
と
興
あ
る
こ
と
に
こ
そ
。
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両
書
を
見
く
ら
べ
て
い
る
な
ら
、
『
公
事
根
源
』
を
採
用
し
て
も
よ
さ

そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
よ
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ

っ
て
、
『
公
事
根
源
』
を
見
て
い
な
い
可

能
性
も
十
分
想
定
し
得
る
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
両
書
で
所
説
が
異
な
る
箇
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

▼

『
壌
嚢
妙
』
巻
四
―
二
十
六

［視
告
朔
事
］

告
朔
卜
日
。
名

ハ
唐
シ
ヨ
リ
起
リ
テ
。
論
語

ニ
モ
侍
レ
共
。
本
朝

ノ
儀

ハ
珈
力
差
別
侍
リ
ト
ナ
ン
。
我
朝
ノ
儀

ハ
。
百
官
ノ
行
事
ト

（
マ
マ
）一

日
ヲ
註
シ
テ
。
月
毎
二
天
子
ノ
御
覧

ス
ル
也
。
告
朔
ノ
文

ヲ
視

卜
申
ス
心
也
。
視
左
口
朔

一卜
書
ル
ヲ
。
只

コ
ク
サ
ク
ト
。
二
字

ニ

読
テ
。
視
ノ
字
ヲ
読
ヌ
カ
。
日
伝

チ́
侍
ル
ト
コ
ソ
承
ハ
レ
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［五
番

・
右

・
告
朔
］

右
、
告
朔
は
、
も
ろ
こ
し
の
文
の
心
と
我
が
国
の
儀
と
い
さ
さ
か

差
別
の
あ
る
に
や
、
論
語
に
い
へ
る
は
、
月
ご
と
に
朔
を
廟
に
告

ぐ
と
い
へ
り
、
我
が
朝
の
儀
は
、
百
官
の
行
事
上
日
を
注
し
て
、

月
ご
と
に
天
子
の
御
覧
ず
る
な
り
、
さ
れ
ば
告
朔
の
文
を
み
そ
な

は
す
と
申
す
心
な
り
、
（中
略
）
さ
て
も
視
告
朔
と
書
き
て
、
た

だ
こ
く
さ
く
と
二
も
じ
に
よ
む
は
日
伝
に
て
侍
る
な
り
、
定
め
て

家
家
の
所
存
も
侍
ら
む

『
公
事
根
源
』
［視
告
朔
］

こ
れ
は
、
百
官
の
行
事
上
日
を
し
る
し
て
、
月
毎
に
天
子
の
御
覧

せ
ら
る
ゝ
な
り
。
告
朔

の
文
を
み
そ
な
は
す
と
申
す
意
な
り
。

（中
略
）
論
語
に
い
へ
る
は
、
月
毎
に
朔
を
廟
に
告
ぐ
る
と
い
へ

り
。
そ
れ
を
も
告
朔
と
い
へ
り
。
（中
略
）
視
告
朔
と
書
き
て
、

た
ゞ
か
う
さ
く
と
、
二
文
字
に
よ
む
が
口
伝
に
て
侍
る
な
り
。
こ

く
さ
く
と
は
読
ま
ざ
る
な
り
。

こ
れ
も

『
年
中
行
事
歌
合
』
と

一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
左

の
ご
と
く
史
実
に
反
す
る
場
合

で
も
、

『
培
嚢
妙
』
が

『
年
中
行
事
歌
合
』
と
の

一
致
を
示
す
と
い
う
事
実
で

あ
る
。

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
五
―
二
十

一

［祈
年
穀
奉
幣
事
］

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ

マ
）

是

ハ
。
廿

一
社

二
。
御
幣
ヲ
奉
テ
。
年
穀
ノ
田
苅
事
ヲ
。
祈
り
申

ル
ヽ
事
也
ト
ナ
ン
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
Ｔ
一十
番

・
右

。
祈
年
穀
奉
幣
］

右
は
廿

一
社
に
御
幣
を
奉
り
て
、
年
穀
の
ゆ
た
か
な
ら
ん
こ
と
を

祈
り
申
さ
る
る
な
り
、
其
外
は
こ
と
な
る
事
な
し

『
公
事
根
源
』
［祈
年
穀
ノ
奉
幣
］
　

　

　

↓^

こ
れ
は
年
穀
を
祈
ら
ん
が
た
め
に
、
廿
二
社
に
幣
を
奉
ら
る
。

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
五
―
二
十
五

［不
堪
田
奏
事
］

是

ハ
諸
国
ノ
田
ノ
損
シ
テ
。
作
ル
ニ
堪
ヌ
所
々
ヲ
。
目
録
ヲ
書
テ

奉
リ
ケ
レ
ハ
。
其

二
付
テ
租
税
ヲ
。
三
分

一
ナ
ン
ト
。
免
シ
給
事

ア
リ
シ
也
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［廿
六
番

。
右

・
不
堪
田
奏
］

右
は
不
堪
田
奏
と
て
、
諸
国
の
損
じ
て
作
る
に
た
へ
ぬ
所
所
の
目

六
を
し
て
奉
り
け
れ
ば
、
就
其
租
税
を
三
分

一
な
ど
免
し
給
ふ
事

の
あ
り
し
な
り
、
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『
公
事
根
源
』
［不
堪
田
ノ
奏
］

こ
れ
は
諸
国
の
田
の
、
損
亡
し
箕
る
所
々
の
目
録
を
し
て
奉
る
。

そ
れ
に
就
き
て
、
租
税
を
三
分
二
な
ど
免
じ
給
ふ
こ
と
あ
り
。

そ
の
他
、
両
書
で
記
述
が
異
な
る
箇
所
で
、
『
壌
嚢
妙
』
が

『年
中

行
事
歌
合
』
と

一
致
す
る
項
に
、
［朝
賀
事
］
［自
馬
節
会
事
］
［女
叙

位
事
］
［京
中
振
給
事
］
［相
撲
節
事
］
［賀
茂
臨
時
祭
事
］
［荷
前
事
］

な
ど
が
あ
る
。
史
実
に
反
す
る
箇
所
で
も

『
年
中
行
事
歌
合
』
と
の

一

致
が
見
ら
れ
、
両
書
を
見
く
ら
べ
て
選
択
し
た
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ

う
。

一
一
二
一一

『
源
氏
物
語
』

へ
の
言
及

『
公
事
根
源
』
に
は
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
が

『
源
氏
物
語
』
に
言
及

し
た
箇
所
を

「削
除
」
す
る

（踏
襲
し
な
い
こ
と
に
意
識
的
で
あ
る
）
と

い
う
傾
向
が
あ
る
。
よ

っ
て
、
『
源
氏
物
語
』

へ
の
言
及
が

『
年
中
行

事
歌
合
』
の
影
響
を
知
る
指
標
と
な
る
。

▼

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
六

［踏
歌
節
会
事
］

又
カ
ザ
シ
綿
■
テ
。
冠
リ
ニ
綿
ヲ
巻
テ
。
カ
ザ
シ
ニ
用
ル
ト
ナ
ン
。

二
馬

巾
子
ナ
ン
ト
日
ル
ヽ
此
事
也
卜
。
但
シ
是

ハ
。
男

躙
歌
ノ
事
ナ
ル
ヘ
シ
。
源
氏

ニ
ハ
。
多
ク
男
階
歌
ノ
事
ヲ
申
シ
侍

ル
也
上

蚕
ム
。

『年
中
行
事
歌
合
』
［八
番

。
右

・
踏
歌
節
会
］

彼
光
源
氏
物
語
な
ど
に
も
、
男
踏
歌
の
こ
と
を
お
ほ
く
は
申
し
侍

る
な
り
、
（中
略
）
か
ざ
し
の
わ
た
と
い
へ
る
は
、
冠
に
綿
を
巻

き
て
か
ざ
し
に
用
ゐ
た
る
な
り
、
高
巾
子
な
ど
源
氏
に
い
へ
る
も

此
事
な
り

『
公
事
根
源
』
［踏
歌
節
会
］

光
源
氏
の
物
語
な
ど
に
も
、
多
く
は
男
踏
歌
の
こ
と
を
申
し
侍
る

に
や
。
（中
略
）
此
殿
竹
川
を
う
た
ひ
て
、
高
巾
子
綿
の
花
を

つ

く
る
こ
と
は
、
男
踏
歌
の
事
な
る
べ
し
。

右
は
、
『
公
事
根
源
』
が

『源
氏
物
語
』
に
触
れ
る
唯

一
の
例
で
あ
る

が
、
高
巾
子
の
部
分
で
は

『
源
氏
物
語
』
に
言
及
せ
ず
、
『
壌
嚢
妙
』

と
相
違
す
る
。
よ
っ
て
、
『年
中
行
事
歌
合
』
の
影
響
を
認
め
て
よ
い
。

そ
れ
以
外
の

『
源
氏
物
語
』
に
言
及
す
る
箇
所
が

『
年
中
行
事
歌
合
』

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

▼

『壌
嚢
抄
』
巻
五
―
八

［賭
弓
之
事
］

大
方
。
近

京

司
ノ
管
領

ニ
テ
。
御
座

マ
セ
ハ
ニ
ヤ
。
終
テ
後
。

射
手

二
饗
ヲ
タ
ブ
也
。
是
ヲ
返
主
卜
申
卜
云
り
。
饗
ヲ
ハ
。
源
氏

ニ
ア
ル
ジ
ト
申
ス
ト
ナ
ン
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［九
番

。
左

・
賭
弓
］

大
方
近
衛
の
管
領
に
て
あ
れ
ば
、
こ
と
は
て
て
後
、
射
手
に
饗
を

た
ぶ
な
り
、
是
を
か
へ
り
あ
る
じ
と
申
す
に
や
、
饗
を
ば
源
氏
な

ど
に
も
あ
る
じ
と
申
す
な
り
、

『
公
事
根
源
』
［賭
弓
］

大
方
近
衛
の
管
領
に
て
あ
れ
ば
、
事
は
て
ゝ
後
、
大
将
射
手
に
饗

を
た
ぶ
。
こ
れ
を
か
へ
り
あ
る
じ
と
い
ふ
な
り
。

▼

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
二
十
四

［追
健
事
］
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是
只
彼
ノ
疫
鬼
ヲ
逐
義
也
。
光
源
氏

ニ
ハ
。
ナ
ヤ
ラ
フ
ト
書
侍
ル

ナ
ト
ハ
。
健
ナ
ル
ヘ
シ
。
是

ハ
呉
立呈

当
レ
ル
ニ
ヤ
≧
フ
フ
ト
ハ
。

逐
卜
云
詞
也
。

『年
中
行
事
歌
合
』
［汁
五
番

。
右

。
追
難
］

追
灘
と
は
年
中
の
疫
気
を
追
ひ
は
ら
ひ
侍
る
心
に
や
、
光
源
氏
に

な
や
ら
ふ
な
ど
申
し
侍
る
も
、
難
を
追
ふ
に
て
侍
る
な
り
、
や
ら

ふ
と
は
追
ふ
と
い
ふ
詞
な
り
、

『
公
事
根
源
』
［追
難
］

追
饉
と
い
ふ
は
、
年
中
の
疫
気
を
払
ふ
意
な
り
。
鬼
と
い
ふ
は
、

方
相
氏
の
こ
と
な
り
。

『
源
氏
物
語
』

へ
の
言
及
以
外
に
も
、
『
公
事
根
源
』
が

「削
除
」
し

た
評
語
的
部
分
が

『
壌
嚢
妙
』
に
見
え
、
『
壌
嚢
抄
』
が

『年
中
行
事

歌
合
』
に
よ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
四
―
二
十
七

［若
水
之
事
］

去
年
。
御
生
気
ノ
方
ノ
井
ヲ
点
シ
テ
。
蓋
ヲ
シ
テ
。
人
二
不
汲
セ
シ

テ
。
立
春
ノ
日
。
此
水
ヲ
汲
テ
。
主
水
司
ノ
人
ノ
奉
ル
也
。
君
朝
飩

ニ
テ
Ｏ
聞
食
ス
也
。
是
モ
年
中
ノ
邪
気

ヲ
除
ク
ト
日
。
本
文
ノ
侍
ル

故
ト
カ
ヤ
。
当
時
ｔ

替
ラ
ヌ
事
ト
ナ
ン
。
承
り
侍
り
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［四
番

・
右

。
若
水
］

右
、
若
水
と
申
す
は
、
去
年
御
生
気
の
方
の
井
を
点
じ
て
、
蓋
を

し
て
人
に
く
ま
せ
ず
し
て
、
春
立
日
、
主
水
司
内
裏
に
奉
れ
ば
、

朝
飩
に
て
是
を
き
こ
じ
め
す
な
り
、
年
中
の
邪
気
を
除
く
と
云
ふ

本
文
侍
る
に
や
、
是
は
此
比
も
か
は
り
侍
ら
ぬ
事
な
り

『
公
事
根
源
』
［供
ス
若
水
ヱ

若
水
と
い
ふ
事
は
、
去
年
御
生
気
の
方
の
井
を
て
ん
し
て
、
蓋
を

し
て
人
に
汲
せ
ず
、
春
立

つ
日
、
主
水
司
内
裏
に
奉
れ
ば
、
朝
飩

に
て
こ
れ
を
き
こ
し
め
す
な
り
。
荒
玉
の
春
立

つ
日
こ
れ
を
奉
れ

ば
、
若
水
と
申
す
に
や
。
年
中
の
邪
気
を
除
く
と
い
ふ
本
文
あ
れ

ば
、
殊
更
こ
れ
を
供
す
る
な
り
。

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
七

［御
薪
事
］

御
薪
卜
申

ハ
。
百
官
悉
ク
薪
ヲ
奉
也
。
是
其
心

ハ
。
民
ヲ
体
メ
ン

ガ
為

二
。
宮
内
省

二
納
メ
ラ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
其
由
。
延
喜
ノ
宮
内

式

ニ
モ
見

へ
侍
り
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
［八
番

・
左

・
御
薪
］

左
、
御
薪
と
申
す
は
百
官
悉
薪
を
奉
る
な
り
、
た
と
へ
ば
こ
れ
も

民
２
肩
を
や
す
め
ん
が
為
に
や
、
宮
内
省
に
被
納
け
る
な
り
、
其

数
は
延
喜
の
宮
内
式
な
ど
に
み
え
侍
り
、

『
公
事
根
源
』
［御
薪
］

こ
れ
は
、
百
官
悉
く
薪
を
奉
り
て
、
宮
内
省
に
納
め
ら
る
ゝ
な
り
。

そ
の
数
な
ど
は
、
延
喜
式
に
見
え
た
り
。

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
九

［内
宴
事
］

内
々
ノ
節
会
ナ
レ
ハ
。
内
宴
ト
ハ
申
也
。
仁
寿
殿

ニ
テ
行
ル
ヽ
也

但
此
事
。
昔
モ
久
絶
タ
リ
ケ
ル
ヲ
。
保
元

二
信
西
入
道
ノ
申
行
シ

後

ハ
。
又
絶

テ
侍
ト
ナ
ン
。
文
道

ノ
為
メ
。
尤

モ
無
念

ノ
事
ナ
ル

ヘ
シ
。

『
年
中
行
事
歌
合
』

［九
番

・
右

・
内
宴
］



右
、
内
宴
と
申
す
は
内
内
の
節
会
な
り
、
仁
寿
殿
に
て
お
こ
な
は

る
る
な
り
、
（中
略
）
此
事
、
保
元
に
信
西
申
し
お
こ
な
ひ
し
後

は
た
え
て
侍
る
こ
そ
、
文
道
の
為
に
も
念
な
く
侍
れ

『
公
事
根
源
』
［内
宴
］

内
宴
と
申
す
は
、
内
々
の
節
会
な
り
。
仁
寿
殿
に
て
行
は
る
。

（中
略
）
保
元
に
、
信
西
申
し
行
ひ
侍
り
し
後
は
、
絶
え
て
侍
る

に
そ
。

以
上
、
『
公
事
根
源
』
の
影
響
は
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
言

っ
て

よ
い
。
そ
も
そ
も

「
二
条
ノ
摂
政

（関
白
）
家
ノ
御
記
」
を
引
く
条
の

う
ち
、
［四
方
拝
小
朝
拝
ナ
ン
ド
申

ハ
。
何
事
ソ
。
］
に
見
え
る
も
の
は
、

『
公
事
根
源
』
に
も
該
当
す
る
記
述
が
あ
る
の
で
あ
る
。

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
四
―
二
十

一

［四
方
拝
小
朝
拝
ナ
ン
ド
申

ハ
。
何
事

ソ
。
］

又
二
条
ノ
関
自
家

ノ
御
記

ニ
ハ
寛
平
二
年
ノ
宇
多
ノ
御
門
ノ
御
記

二
被
レ
載
タ
レ
共
。
始
メ
ト
ハ
不
レ
覚

へ
。
此
事
何
ョ
リ
始
リ
タ
リ

共
不
レ
見

へ
。
皇
極
天
皇
雨
ヲ
祈
り
給
テ
四
方
ヲ
拝
シ
給
由
。
日

本
記

ニ
モ
ア
レ
ハ
。
是
ナ
ン
ト
ヲ
ヤ
。
始
ト
モ
申

ヘ
キ
ト
云
云
。

『
公
事
根
源
』
［四
方
拝
］

こ
の
事
い
つ
は
じ
ま
る
と
も
見
え
ず
。
仁
和
五
年
正
月
寅
の
刻
に
、

天
地
四
方
、
属
星
山
陵
を
拝
し
給
ふ
よ
し
、
宇
多
の
御
門
の
御
記

に
載
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
、
濫
傷
と
は
見
え
ず
。
又
皇
極
天
皇
、
雨

を
祈
り
た
ま
ふ
と
て
、
南
淵
の
河
上
に
行
幸
あ
り
て
、
四
方
を
拝

し
給
ひ
け
れ
ば
、
雨
五
日
ま
で
降
り
け
る
よ
し
、
日
本
紀
に
載
せ

ら
れ
た
れ
ば
、
こ
れ
な
ど
を
や
は
じ
め
と
も
申
す
べ
か
ら
ん
。

『
年
中
行
事
歌
合
』
『
公
事
根
源
』
を
両
方
と
も
見
て
い
る
と
仮
定
す
る

な
ら
ば
、
『
公
事
根
源
』
に
な
い
箇
所
か
、
両
書
が
い
ち
じ
る
し
く
相

違
す
る
箇
所
を
、
コ
一条
ノ
摂
政

（関
白
）
家
ノ
御
記
」
と
明
示
し
て
引

用
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
よ

っ
て
、

『
公
事
根
源
』
に
な
い
箇
所
を

『年
中
行
事
歌
合
』
で
補
う
、
あ
る
い

は
両
書
を
見
く
ら
べ
て
意
に
適
う
ほ
う
を
用
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は

考
‘
ら
れ
な
い
。

で
は
、
『年
中
行
事
歌
合
』
を
全
面
的
に
参
照
し
て
い
る
と
し
て
、

『
年
中
行
事
歌
合
』
が
簡
略
に
す
ま
せ
て
い
る
項
、
お
よ
び
同
書
に
な

い
項
に
関
し
て
は
、
何
に
よ

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で

『
公
事
根
源
』
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

つ
つ
、

典
拠
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一二

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
な
い
記
述
を
め
ぐ

っ
て

一二
。
一

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
な
い
項

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
な
い

［卯
杖
ノ
事
］
［道
饗
祭
事
］
［鎮
火
祭

事
］
の
三
項
目
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
づ
、
［卯
杖
ノ
事
］
を
見
る

『壌
嚢
抄
』
巻
五
―

一

［卯
杖
ノ
事
］

是

ハ
。
正
月
上
ノ
卯
日
。
奉
レ
杖
ヲ
事
也

‐
持
隣
豚
牌
三
年
。
正
月

上
ノ
卯
日
。
大
学
寮
ヨ
リ
。
献
鴇
卜
杖
ζ

八
十

杖

ヲ
云
り
。
又

▼ と
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文
徳
天
皇
ノ
実
録
二
日
。
仁
寿
二
年
正
月
己
卯
日
。
諸
衛
府

ヨ
リ
。

献
レ
杖

ヲ
。

遂

・■
精
魅
侍
り
。
就
レ
之
二
本
古

ヲ
伺

ヘ
ハ
。
漢
ノ

官
儀
二
日
。
正
月
卯
日
以
二
桃
ノ
枝

ら
作
与
杖
ζ

墜
二
悪
鬼

Ｌ
也

卜

云

云

。

『
公
事
根
源
』
［御
杖
］

持
統
天
皇
三
年
正
月
の
卯
日
、
大
学
寮
よ
り
こ
れ
を
奉
る
よ
し
、

日
本
紀
に
あ
り
。
又
仁
寿
二
年
正
月
に
、
諸
衛
府
祝
杖
を
献
じ
て
、

精
魅
を
逐
ふ
と
見
え
た
り
。
こ
れ
を
以
て
、
悪
鬼
を
払
ふ
心
ち
な

い
ソ
。

一
見

『
公
事
根
源
』
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
『
年
中
行
事

抄
』
に
は
、

上
卯
日
。
献
御
杖
事
。

（中
略
）

持
統
天
皇
三
年
正
月
乙
卯
。
大
学
寮
献
杖
八
十
枚
。

仁
寿
二
年
正
月
己
卯
。
諸
衛
府
献
毅
杖
。
逐
精
魅
也
。

天
慶
依
雨
無
卯
杖
奏
。

漢
官
儀
云
。
正
月
卯
。
以
桃
枝
作
剛
卯
杖
。
厭
鬼
也
。

『
公
事
根
源
』
に
な
い

『漢
官
儀
』
の
記
事
も
あ
り
、
右
の
ご
と
き
書

が
典
拠
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『年
中
行
事
抄
』
自
体
は
、
「文
徳
天

皇
実
録
云
」
と
せ
ず
、
問
題
が
残
る
が
、
「国
史
云
」
と
す
る

『
師
光

年
中
行
事
』
に
は

『漢
官
儀
』
の
記
事
が
な
く
、
中
原
家
流
年
中
行
事

で
は

『
年
中
行
事
抄
』
が
最
も
近
い
。
あ
る
い
は

『
壌
嚢
妙
』
と

一
致

す
る
中
原
家
流
年
中
行
事
が
あ

っ
た
も
の
か
。
た
だ
、
『
下
学
集
』
（前

田
本
）
器
財
門
に
は
、

卯
杖

〈漢
官
儀
云
、
正
月
卯
日
以
二
桃
枝

・作
レ
杖
墜
二
悪
鬼

・也
。

又
本
朝
文
徳
天
皇
実
録
云
、
仁
寿
二
年
正
月
己
卯
諸
衛
府
ョ
リ
献
レ

杖
逐
二
精
魅
一也
。
〉

「文
徳
天
皇
実
録
云
」
と
あ
り
、
『文
徳
天
皇
実
録
』
お
よ
び

『
漢
官

儀
』
の
語
句
も

『壌
嚢
妙
』
に
近
い
の
で
、
『
下
学
集
』
と
中
原
家
流

年
中
行
事
に
よ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
『
年
中
行
事
抄
』

に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
［道
饗
祭
事
］
［鎮
火
祭
事
］
に
つ
い
て
は
、

▼

『
壌
嚢
抄
』
巻
五
―
十
六

［道
饗
祭
事
］

六
月
晦
日
二
。
被
行
事
也
。
卜
部
氏
ノ
人
。
於
京
城
四
ノ
隅
ノ
道

上
二
而
祭
之
フ
也
。
其
心

ハ
。
自
外
。
来
ラ
ン
鬼
魅

ヲ
。
敢
テ
京

祭
上

ム
也
。

『
公
事
根
源
』
［道
饗
ノ
祭
］

こ
れ
は
、
疫
神
の
祭
な
り
。
毎
年
に
必
ず
行
は
る
べ
き
事
な
り
。

近
比
は
絶
え
て
侍
る
に
や
。
こ
れ
も
卜
部
の
人
、
宮
城
の
四
角
の

路
に
し
て
、
鬼
魅
の
他
方
よ
り
き
た
る
を
、
京
路
に
入
ら
ざ
ら
し

め
ん
た
め
に
、
路
上
に
供
物
を
そ
な
へ
て
祭
る
な
り
。
鎮
火
、
道

饗
の
祭
を
ば
、
四
角
四
堺
の
祭
と
も
申
す
な
り
。

『
令
義
解
』
神
祇
令

道
饗
祭

〈謂
。
卜
部
等
於
二
京
城
四
隅
道
上
一而
祭
之
。
一言
欲
レ
令
三

鬼
魅
自
レ
外
来
者
「
不
丙
敢
入
乙
京
師
恥
故
預
迎
二
於
道

一而
饗
過

偶
テ
道
饗
ノ
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也
。
〉

▼

『壌
嚢
妙
』
巻
五
―
十
七

［鎮
レ火
祭
事
］

憬
崎

階

は

自

店

隆

□

旧

団

円

呵

卜
部
等
。

鎮

牲
ァ火
フ
而
祭
ル
．
為
レ
坊
二
ヵ
ン
火
災
一
ヲ
也
。
故
二
日
。

鎮
火
卜
云
云
。

『
公
事
根
源
』
［鎮
火
ノ
祭
］

卜
部
氏
の
人
火
を
う
ち
て
、
宮
城
の
四
の
す
み
に
て
祭
事
あ
り
。

火
災
を
防
が
ん
た
め
と
か
や
。
こ
の
祭
礼
の
間
、
秘
術
多
く
侍
る

よ
し
承
る
な
り
。

『令
義
解
』
神
祇
令

鎮
レ
火
祭

〈謂
。
在
二宮
城
四
方
外
角
「
卜
部
等
鑽
レ
火
而
祭
。
為
レ

防
二
火
災
「
故
日
二
鎮
火
「
〉

『令
義
解
』
の
文
辞
に

一
致
す
る
が
、
後
者
に

「
風
土
記

二
日
ク
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
『令
義
解
』
に
直
接
よ

っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
『
年
中
行
事
抄
』
『
師
緒
年
中
行
事
』
に
同
文
を
引
く
も
の
の

「
風
土
記
云
」
と
は
せ
ず
、
典
拠
は
不
明
で
あ
税
。

以
上
、
典
拠
の
確
定
に
至
る
項
目
は
な
い
が
、
『
壌
嚢
抄
』
が

『
公

事
根
源
』
に
よ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一二
二

一

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
な
い
記
述

つ
ぎ
に
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
が
簡
略
に
す
ま
せ
て
い
る
項
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
ま
づ
、
［釈
霙
事
］
に
つ
い
て
は
、

▼

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
十

［釈
糞
事
］

是

ハ
。
二
月
上
ノ
丁
ノ
日
也
。
然
共
若
此
日
。
日
蝕
井

二
。
祈
年

ノ
祭
リ
ニ
当
レ
ハ
。
不
レ
行
レ
ン
ア
中
ノ
丁

二
侍
ル
也
。
文
武
天
皇
。

大
宝
元
年
二
月
丁
巳
ノ
日
始
メ
テ
。
有
二
釈
箕
ノ
礼
「
是

ハ
。
孝

経
礼
記
毛
詩
尚
書
論
語
周
易
左
伝
等
ヲ
。
転
輪
シ
テ
。
講
レ
ス
ト
之

フ
云
云
。
其

ノ
本
古

ヲ
申
サ
ハ
。
礼
記
ノ
王
制
二
日
。
釈
レ
驚
）ヲ

箕
レ
テ
幣
ヲ
。
礼
ニ
ス
ト
先
師

・フ
也
。
働
テ
釈
箕
ノ
礼
卜
申
也
後
漢

ノ
明
帝
十
五
年

二
。
幸
影

テ
孔
子
宅
一祠
ヽ
仲
尼
及
ヒ
七
十
二
ノ
弟

子
フ
親
御
講
堂
■
卜
云
り
。
働
テ
本
朝

ニ
モ
。
先
聖
孔
子
先
師
顔

回
ヲ
祠
給

フ
也
。
（中
略
）
秋

ハ
。
八
月
上

ノ
丁
ノ
日
也
。
是
モ

若
シ
。
日
蝕
井

二
御
国
忌

二
当

レ
ハ
。
中
ノ
丁

二
被
レ
行
也
。
弘

仁
ノ
格
二
日
。
応
下
シ
改
二
孔
宣

難

・〉
為
中
ス
文
宣
王
上
上
蚕
ム
。

『
公
事
根
源
』
［釈
箕
］

こ
れ
は
年
に
二
た
び
、
二
月
と
八
月
と
に
あ
り
。
上
の
丁
の
日
必

ず
お
こ
な
は
る
。
も
し
日
蝕
、
国
忌
、
祈
年
の
祭
な
ど
に
あ
た
れ

ば
、
中
の
丁
に
あ
り
。
大
学
寮
に
て
行
は
る
。
孔
子
、
井
に
十
哲

の
影
を
祭
ら
る
。
（中
略
）
孝
経
、
礼
記
、
毛
詩
、
尚
書
、
論
語
、

周
易
、
左
伝
、
年
に
め
く
り
て
用
ゐ
る
。
（中
略
）
こ
の
釈
彙
は
、

文
武
天
皇
、
大
宝
元
年
二
月
に
は
じ
ま
る
。
礼
記
の
王
制
に
、
菜

を
釈
き
幣
を
箕
き
て
、
先
づ
師
を
礼
す
と
あ
り
。
こ
の
故
に
釈
箕

と
は
い
ふ
な
り
。
後
漢
明
帝
は
、
孔
子
の
宅
に
幸
し
て
、
仲
尼
井

に
七
十
二
弟
子
を
祠
る
と
見
え
た
り
。
又
先
聖
と
は
孔
子
を
い
ひ
、

先
師
と
は
顔
回
を
い
ふ
。
い
に
し
へ
は
、
周
公
を
先
聖
と
い
ひ
、

孔
子
を
先
師
と
は
申
し
け
る
を
、
唐
太
宗
貞
観
二
年
に
改
め
て
、
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先
聖
先
師
と
は
孔
子
顔
回
を
申
す
と
か
や
。
又
神
護
景
雲
二
年
、

孔
宣
父
を
改
め
て
文
宣
王
と
申
す
よ
し
、
弘
仁
格
に
見
え
た
り
。

『
壌
嚢
妙
』
と

『
公
事
根
源
』
が
最
も
近
似
す
る
項
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
依
拠
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
典
拠
の
近
似
の
反
映
と
し
て
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
書
の
記
事
は
、
左
の
ご
と
く
、
中
原
家
流
年
中
行

事
に
酷
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。

▼

『師
光
年
中
行
事
』

上
丁
日
釈
箕
事
。
〈孝
。
礼
。
詩
。
書
。
論
。
易
。
伝
。
転
輪
講

之
。
〉

明
日
。
献
昨
事
。

国
史
日
。
文
武
天
皇
大
宝
元
年
二
月
丁
巳
。
釈
霙
礼
始
之
云
々
。

釈
霙
当
日
蝕
及
国
忌
若
祈
年
祭
者
。
中
丁
行
之
。
（中
略
）

礼
記
王
制
云
。
釈
菜
箕
幣
。
礼
先
師
也
。

（中
略
）

古
者
以
周
公
為
先
聖
。
以
孔
子
為
先
師
。
唐
太
宗
貞
観
二
年
。

詔
停
周
公
為
先
聖
。
始
立
孔
子
店
堂
於
国
学
。
以
仲
尼
為
先
聖
。

以
顔
子
為
先
師
。

弘
仁
格
日
。
神
護
景
雲
二
年
七
月
対
日
。
改
孔
宣
父
為
文
宣
王

云

々
。

『
年
中
行
事
秘
抄
』

上
丁
釈
霙
事
。
〈孝
経
礼
詩
書
論
易
伝
輪
転
講
也
。
〉

（中
略
）

上
丁
当
二
国
忌
及
祈
年
祭
「
改
用
二
中
丁
「
《
「
案
。
日
蝕
又

口円
。
〉

（中
略
）

礼
記
云
。
王
制
云
。
出
征
二
執
有
罪
「
反
釈
二
箕
子
学
¨
朱
注
云
。

反
則
釈
二
貧
先
聖
先
師
「

後
漢
明
帝
十
五
年
幸
二
孔
子
宅
「
祠
二
仲
尼
及
七
十
二
弟
子
つ
親

御
二
講
堂
「

特
に

『
公
事
根
源
』
が

『
師
光
年
中
行
事
』
に
よ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

で
は
、
『壌
嚢
抄
』
は
何
に
よ
る
の
か
。
刊
行
さ
れ
て
い
る
中
原
家

流
年
中
行
事
に
、
『壌
嚢
抄
』
の
記
事
を
包
摂
す
る
も
の
は
な
い
。
そ

こ
で
、
未
刊
の
中
原
家
流
年
中
行
事
、
『
師
緒
年
中
行
事
』
に
注
目
す

る
と
、上

丁
日
釈
霙
事
。
〈当
日
蝕
若
祈
年
祭
、
中
丁
行
之
。
孝

・
礼

詩

・
書

・
論

。
易

・
伝
、
転
輪
講
之
。
礼
記
王
制
云
、
釈
菜
箕
幣
、

礼
先
師
。
後
漢
明
帝
十
五
年
、
幸
孔
子
宅
、
祠
仲
尼
及
七
十
二
第

子
、
親
御
講
堂
。
○
大
宝
元
年
二
月
丁
巳
、
釈
箕
之
礼
始
之
。
弘

仁
格
云
、
応
改
孔
宣
父
為
文
宣
王
〉

右
の
ご
と
く
、
大
宝
元
年
の
前
に

「文
武
天
皇
」
が
な
い
こ
と
を
除
け

ば
、
『壌
嚢
妙
』
と

一
致
す
る
。
山
本
昌
治
氏

「校
訂
年
中
行
事
秘
抄

公
し
」
に
よ
れ
ば
、
「礼
記
王
制
云
釈
菜
箕
幣
礼
先
師
也
」
「弘
仁
格
云

応
改
孔
宣
父
為
文
宣
王
」
を
有
す
る

『年
中
行
事
秘
抄
』
写
本
も
あ
る

よ
う
だ
が
、
「
国
忌
及
祈
年
祭
」
よ
り
も

「
日
蝕
若
祈
年
祭
」
の
ほ
う

が

『
壌
嚢
抄
』
に
近
い
の
で
、
『師
緒
年
中
行
事
』
の
ほ
う
が
典
拠
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。
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つ
ぎ
に
、
［祈
年
祭
事
］
を
見
る
と
、

▼

『
培
嚢
妙
』
巻
五
―
十
二

［祈
年
祭
事
］

二
月
四
日
於
二
神
祇
官

■
行
駄

ル
之
Ｚ

前
後
ノ
斎
侍
也
。
天
武

天
皇
四
年
二
月
劇
劇
有
一、
祈
年
ノ
祭
・リ
ロ
刻
引
到
コ
副
倒
引
勾

其
本
古
ヲ
云
ハ
。
周
礼
二
日
。
祈
年
ハ
。
求
Ｌ
豊
年
弓
也
。
劇

神
祇
令
二
日
。
謂
レ
祈
猶
℃
祷
也
。

『
公
事
根
源
』
［祈
年
祭
］

周
礼
に
、
祈
年
は
豊
年
を
い
の
る
な
り
、
と
見
え
た
り
。
神
祇
官

に
て
行
は
る
。
弁
か
ね
て
よ
り
、
諸
国
の
め
し
も
の
を
催
し
と
ゝ

の
ふ
。
白
猪
、
自
鶏
や
う
の
も
の
な
り
。
天
武
天
皇
四
年
二
月
に
、

始
め
て
こ
の
祭
あ
り
。

『
公
事
根
源
』
が
典
拠
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。　
一
方
、
中
原

家
流
年
中
行
事
を
見
る
と
、

▼

『年
中
行
事
秘
抄
』

四
日
祈
年
祭
事
。
〈廃
務
。
有
・一前
後
斎
「
〉

周
礼
日
。
祈
年
求
Ｌ
二
年
一也
。

官
史
記
云
。
天
武
天
皇
四
年
二
月
甲
申
祈
年
祭
。

『
師
遠
年
中
行
事
』

四
日
。
祈
年
祭
事
。
〈廃
務
。
有
前
後
斎
。
於
神
祇
官
行
之
。
上

卿
以
下
参
入
。
〉

『
年
中
行
事
抄
』

四
日
祈
年
祭
事
。
〈廃
務
。
九
日
有
祭
。
〉

（中
略
）

神
祇
令
云
。
仲
春
祈
年
祭
。
注
云
。
祈
猶
祷
也
。
欲
令
歳
災
不

作
。
時
令
順
慶
。
即
於
神
祇
官
祭
。
故
日
祈
年
也
。

刊
本
に

『培
嚢
妙
』
の
記
事
を
包
摂
す
る
も
の
は
な
い
が
、
『師
緒
年

中
行
事
』
は
、

四
日
祈
年
祭
事
。
〈廃
務
、
有
前
後
斎
。
於
神
祇
官
行
之
。
周
礼

日
、
祈
年
求
豊
年
也
。
官
史
記
云
、
天
武
天
皇
四
年
二
月
甲
申
祈

年
祭
。
神
祇
令
日
、
謂
、
祈
猶
祷
也
。
欲
令
順
歳
災
不
作
。
時
令

順
度
。
即
於
神
祇
官
祭
之
。
故
日
祈
年
。
霙
白
猪
自
鶏
。
〉

『
壌
嚢
妙
』
の
記
事
を
完
全
に
包
摂
す
る
。
よ

っ
て
、
『師
緒
年
中
行

事
』
が
典
拠
の
有
力
な
候
補
と
し
て
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
典
拠
の
確
定
の
た
め
に
、
『
公
事
根
源
』
に
該
当
箇
所
が

な
い
記
事
に
関
し
て
も
検
討
を
試
み
る
。
［追
難
事
］
の
、

▼

『
壌
嚢
妙
』
巻
五
―
三
十
四

［追
灘
事
］

論
語
二
日
ク
。
郷
人
ノ
難
ス
ル
ト
キ

ニ
。
朝
服
シ
テ
而
立
二
昨
階

■

卜
。
孔
安
国
力
註
二
日
難
い
陣
」
階
隔
陥
匡
ｒ
性
旺
疇
階
は
Ｌ

饉
ノ

一
字

ヲ
用
ヒ
タ
リ
。
金
谷
二
日
。
昔
高

帝

氏
ノ
子
。
十
二

月
晦
日
ノ
夜
死

ス
。
其
霊
成
レ
鬼
卜
致
・政
疾
病

弓
因
レ
之

ぉ́

以
ニ

桃
ノ
弓
葦
ノ
矢
弓
逐
レ
ト
之
２
蚕
ム
。

傍
線
部
に
対
応
す
る
記
事
が
、
『
年
中
行
事
抄
』
で
は
、

同
日
。
追
難
事
。

（中
略
）

金
谷
園
記
云
。
為
其
陰
気
将
絶
。
陽
気
始
来
。
陰
陽
相
激
。
化

為
疾
痛
之
鬼
。
為
人
家
作
病
。
黄
帝
使

防

相
氏
。
黄
金
四
目
。
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身
着
朱
衣
。
手
把
梓
楯
。
口
作
側
々
之
声
。
以
駈
疾
痛
之
鬼
。

（中
略
）

十
節
記
云
。
十
二
月
晦
。
夜
厭
難
鬼
何
。
昔
高
辛
氏
子
。
十
二

月
晦
夜
死
。
其
霊
成
鬼
。
致
疾
病
。
奪
喰
人
祖
霊
祭
物
。
驚
祖

霊
。
因
之
以
桃
弓
葦
矢
逐
続
鬼
。
静
国
家
。
〈世
風
記
云
。
頴

頂
氏
子
云
々
。
〉

「金
谷
」
で
は
な
く

『
十
節
記
』
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
で
は
、

追
灘
事
。

（中
略
）

金
谷
云
。
陰
気
将
レ
絶
。
陽
気
始
来
。
陰
陽
相
激
。
化
為
二
疾
庸

之
鬼
「
為
二
人
家

一作
レ
病
。
黄
帝
使
下
方
相
氏
黄
金
四
目
。
身

著
二
朱
衣
「
手
把
二
袢
楯
「
口
作
二
難
々
之
声
「
以
駈
中
疫
痛
之

鬼
ｐ

昔
高
辛
氏
子
。
十
二
月
晦
夜
死
。
其
霊
成
レ
鬼
致
二
病
疾
「
奪
二

冷
人
祖
霊
祭
物
・驚
二
祖
霊
「
因
レ
之
以
二
桃
弓
葦
矢

一逐
二
疫
鬼
「

静
二
国
家
「

（中
略
）

追
難
剋
限
事
。

（中
略
）

論
語
卿
党
之
篇
。
卿
人
饉
。
孔
子
朝
服
而
立
二
於
昨
階
“
注
云
。

灘
者
謂
レ
駈
二
疫
鬼
つ

「十
節
記
云
」
の
部
分
が
な
く
、
「金
谷
」
の
引
用
の
つ
づ
き
の
よ
う
に

見
え
る
。
よ

っ
て
、
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
よ
う
な
本
を
典
拠
に
し
な

が
ら
、
あ
や
ま

っ
て
引
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
憶
測
が
生
ず
る
。

し
か
し
、
『師
緒
年
中
行
事
』
で
は

「金
谷
云
」
と
し
て
直
接
当
該
の

文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
な
あ
や
ま
り
は
典
拠
の
段
階
か

ら
す
で
に
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

追
難
事
。
〈月
令
云
、
命
有
司
大
難
。
金
谷
云
、
音
高
辛
氏
子
、

十
二
月
晦
夜
死
。
其
霊
成
鬼
、
致
疾
病
。
因
之
、
以
桃
弓
葦
矢
逐

之
。
〉

具
体
的
に
見
る
と
、
『
師
緒
年
中
行
事
』
は
、
①

「金
谷
云
」
に
直
接

「昔
高
辛
氏
子
」
以
下
の
文
章
を
引
用
す
る
、
②

「奪
冷
人
祖
霊
祭
物

驚
祖
霊
」
が
脱
落
し
て
い
る
、
③

「
逐
疫
鬼
」
を

「
逐
之
」
と
す
る
、

④

『
金
谷
園
記
』
を

「
金
谷
」
と
略
す
、
な
ど
の
点
で

『培
嚢
妙
』
と

ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
り
、
『
壌
嚢
妙
』
の
典
拠
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
『
壌
嚢
妙
』
は

『師
緒
年
中
行
事
』
が
典
拠
で
な

け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
点
を
多
く
含
む
と
言
え
よ
う
。
同
じ
よ
う
な
現

象
が

［乞
巧
霙
事
］
項
で
も
確
認
で
き
る
。

▼

『壌
嚢
抄
』
巻
五
―
十
九

［乞
巧
箕
事
］

七
月
七
日
七
夕
祭
り
也
。
風
土
記
二
日
。
七
月
七
日
。
牽
牛
。
織

女
。
会
・豫
天
河

、́

俗
掃
二
庭
露
弓
施
・政
机
筵
弓
卜
云
云
。
牽
牛

ヲ
為
レ
夫
卜
。
織
女
ヲ
為
レ
婦
卜
。
七
月
七
日
二
庭
上
二
机
ヲ
立
テ
。

供
具
ヲ
備

へ
。
香
花
ヲ
調

ヘ
テ
。
又
筆
ノ
前

二
。
色
々
ノ
糸
ヲ
懸

テ
。
織
女

二
供
シ
奉
ル
也
。
只
是
織
女
祭
り
也
。

『
年
中
行
事
抄
』



乞
巧
箕
事

（中
略
）

風
土
記
云
。
七
月
七
日
夜
。
洒
掃
於
庭
露
。
施
机
筵
甘
菓
酒
肺
。

『
年
中
行
事
秘
抄
』

乞
巧
箕
事

（中
略
）

副
詞

ョ

日

到

可

牽
‐

創

劉

劃

州

洲

０

認

勾

濯
二
掃
露
庭
・施
二
机
筵
・云
々
。
祈
二
河
鼓
つ
〈河
鼓
謂
二牽
牛
Ｕ

『師
緒
年
中
行
事
』

乞
巧
箕
事

〈風
土
記
云
、
七
月
七
日
牽
牛
織
女
会
天
河
。
俗
掃
庭

露
、
施
机
筵
云
々
。
牽
牛
為
夫
、
織
女
為
婦
。
〉

『師
緒
年
中
行
事
』
は

『
年
中
行
事
秘
抄
』
波
線
部
の
語
句
を
脱
し
、

意
味
が
通
じ
に
く
く
な

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
壌
嚢
妙
』
と

同
文
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
「牽
牛
為
夫
、
織
女
為
婦
」
の
部
分
は
、

『年
中
行
事
秘
抄
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
や
は

り

『
師
緒
年
中
行
事
』
が
典
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
管
見
の
限
り
、
『
公
事
根
源
』
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
項
は
ひ

と

つ
も
な
い
。
『
壌
嚢
抄
』
年
中
行
事
記
事
は
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
を

も
と
と
し
て

『師
緒
年
中
行
事
』
『
下
学
集
』
な
ど
で
補

っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
『
師
緒
年
中
行

事
』
の
入
手
経
路
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

四
　
行
誉
と
清
原
業
忠

。
中
原
康
富

小
助
川
元
太
氏

『
行
誉
編

『
培
嚢
抄
』
の
研
究
』
Ｔ
一弥
井
書
店
、
二

〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
、
行
誉
と
清
原
業
忠

。
中
原
康
富
と
の
関
係
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
四
編

「
『
墳
嚢
妙
』
と
雑
談
」
（初
出
二
〇
〇
二

年
）
に
よ

っ
て
以
下
に
示
す
。

『康
富
記
』
に
よ
れ
ば
、
中
原
康
富
の
叔
父
等
日
房
が
行
誉
と
同

じ
観
勝
寺
の
僧
、

つ
ま
り
、
行
誉
の
同
僚
で
あ
り
、
康
富
自
身
観

勝
寺
の
た
め
に
諷
誦
文
や
表
自
の
起
草
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
わ

引
剣
劃
「

康‐
ョ
翻
「
引
翁
司
月
劃
翻
刷
∃
劉
州

あ

っ
た
。
『
壌
嚢
妙
』
巻
二
１
８
８

〈巻
三
１
５
０
〉
「和
歌
集
事

書

二
大
嘗
会
ノ
悠
紀
方
主
基
方
ア
ル
ハ
何
事
ソ
」
で
は
、

又
主
基
ヲ
。
主
紀
卜
書
ク
記
録
ア
リ
。
働
是
ヲ
当
大
外
記
清

原
業
忠
朝
臣

二
尋
処
。
（中
略
）

と
い
う
よ
う
に
、
行
誉
の
問
い
に
対
す
る
業
忠
の
答
え
が
記
さ
れ

る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
間
答
の
内
容
が
、
先
の

『康
富
記
』

に
お
け
る

「雑
談
」
と
同
趣
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
も
、
行
誉
が
業
忠
と
こ
の
よ
う
な
問
答
を
交
わ
す
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
す
で
に
二
人
の
間
に
雑
談
の
場
で
の
繋
が
り
が
あ

っ

た
か
ら
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
中
原
康
富
と
行
誉
の
所

属
す
る
観
勝
寺
、
康
富
の
師
業
忠
と
行
誉
と
い
う
関
係
か
ら
浮
か

び
上
が
る
の
は
、
行
誉
が
清
原
業
忠
や
中
原
康
富
ら
を
中
心
と
し

た
当
代
知
識
人
た
ち
と
の
繋
が
り
を
持
ち
、
彼
ら
の
学
習
の
場
で



あ
る
雑
談
に
、
行
誉
自
身
も
加
わ

っ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。

中
原
康
富
と
の
関
係
か
ら
、
『
師
緒
年
中
行
事
』
の
利
用
は
説
明
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

『年
中
行
事
歌
合
』
に
つ
い
て
も
、

▼

『
康
富
記
』
嘉
吉
三
年

（
一
四
四
こ

四
月
廿
日
条

〈今
日
大
外
記
被
語
云
、
此
間
河
内
国
三
子
誕
生
、
働
自
守
護
畠

山
方
被
申
公
家
云
、
有
御
用
者
、
召
上
可
進
欺
云
々
、
然
間
伝
奏

中
山
大
納
言
被
尋
例
於
清
史
了
、
後
福
光
園
五
十
番
ヨ
合
註
、
故

摂
政
殿
被
載
此
三
子
事
□
□
□
其
他
無
所
見
之
由
被
返
答
□
□
□

東
賢
子
此
三
子
被
成
欺
、
働
其
御
用
之
子
細
如
何
様
被
治
定
申
哉

不
審
云
々
、
〉

『年
中
行
事
歌
合
』
［七
番

。
左

。
女
叙
位
］

左
、
女
の
叙
位
は
、
正
月
八
日
女
の
位
階
を
叙
せ
ら
る
る
事
に
て

侍
る
な
り
、
そ
の
内
に
、
内
侍
司
の
被
官
に
あ
づ
ま
わ
ら
は
と
い

ふ
も
の
あ
り
、
御
行
の
時
、
ひ
め
松
と
て
を
か
し
き
馬
に
の
り
て

供
奉
す
る
是
が
事
な
り
、
是
は
三
子
を
用
ゐ
ら
る
る
と
か
や
申
し

侍
る
、
三
子
は
天
子
の
御
ま
も
り
に
て
あ
る
由
緒
も
侍
る
に
や
、

年
ご
と
に
申
文
を
い
だ
し
て
、
女
叙
位
に
は
か
な
ら
ず
五
位
の
く

ら
ゐ
を
給
ふ
な
り
、
是
は
む
か
し
よ
り
只
同
じ
名
乗
を
相
伝
し
て

な
の
る
、
い
と
ふ
し
ぎ
な
る
事
に
や
、

『
公
事
根
源
』
［女
叙
位
］

こ
れ
は
、
女
房
の
位
階
を
叙
せ
ら
る
ゝ
事
に
て
、
隔
年
に
行
は
る
。

（中
略
）
中
に
も
あ
づ
ま
わ
ら
は
と
い
ふ
は
、
内
侍
司
の
被
官
に

あ
る
も
の
に
て
、
行
幸
の
時
、
姫
松
と
て
、
を
か
し
き
馬
に
乗
り

て
供
奉
す
る
、
こ
れ
が
事
な
り
。
こ
れ
は
三
子
を
用
ゐ
ら
る
ゝ
に

や
。
三
子
は
、
天
子
の
ま
ほ
り
に
て
あ
る
よ
し
、
由
緒
も
侍
る
故

と
か
や
。
年
毎
に
申
文
を
い
た
し
て
、
必
ず
五
位
の
位
を
た
ま
ふ

な
り
。
こ
れ
は
む
か
し
よ
り
、
お
な
じ
名
字
を
相
伝
し
て
、
紀
朝

臣
季
明
と
な
の
る
、
い
と
不
思
議
な
る
事
に
こ
そ
。

右
の
ご
と
く

「清
史
」
清
原
業
忠
が

「
後
福
光
園
五
十
番
目
合
註
」

６
年
中
行
事
歌
合
し

を
も

っ
て
三
子
の
吉
凶
を
勘
申
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
ち
な
み
に
、
「其
他
無
所
見
」
か
ら
清
原
業
忠
も

『
公
事
根

源
』
を
見
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
業
忠
だ
け
で
は
な
く
康
富
に
つ
い
て
も
、
『
培
嚢
妙
』
成
立

後
で
は
あ
る
が
、
左
の
ご
と
く

『
年
中
行
事
歌
合
』
に
点
と
註
を
施
し

た
記
事
が
確
認
さ
れ
る
。

▼

『康
富
記
』
享
徳
四
年

（
一
四
五
五
）
七
月

一
日
条

陀
陽
ド
膿
賑
隋
醒
踵
陰
曙
階
曙
疇
暖
ぼ
匠

誂
置
年
中
行
事
五
十
番
歌

會

本
、
可
点
給
之
由
申
之
間
、
加
懸

点
今
日
返
遣
了
、
摂
州
池
田
民
部
丞
誂
之
云
々
、
点
之
外
少
々
注

付
事
等
在
之
、
事
起
等
依
所
望
注
付
之
、
遣
之
者
也
、

以
上
よ
り
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
に
関
し
て
も
、
清
原
業
忠

。
中
原

康
富
を
介
し
て
入
手
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

五
　
小
結

以
上
、
『壌
嚢
妙
』
年
中
行
事
記
事
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ



と
が
言
え
る
。

①

『年
中
行
事
歌
合
』
を
利
用
し
て
い
る
。

②

『
公
事
根
源
』
に
は
依
拠
し
て
い
な
い
。

③

『師
緒
年
中
行
事
』
を
利
用
し
て
い
る
。

④
そ
れ
ら
は
、
清
原
業
忠

。
中
原
康
富
を
介
し
て
入
手
し
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

エハ
　
享
受
史
研
究

へ
向
け
て

『
公
事
根
源
』
兼
良
生
前
の
影
響
と
見
な
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
管

見
の
限
り
、
今
川
範
政

『
源
氏
物
語
提
要
』
と

『
培
嚢
妙
』
の
み
で
あ

る
が
、
本
論
に
よ
っ
て
、
そ
の

一
方
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
『
公
事
根
源
』
享
受
を
語
る
と
き
、
多
く
対
象
と
な

っ
て
き
た

も
の
は
、
近
世
の
註
釈
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
中
世
に
お

け
る

『
公
事
根
源
』
享
受
と
い
う
問
題
は
い
ま
だ
検
討
さ
れ
て
い
な
い

に
等
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
て
、
「
公
事
根
源
』

か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
」
と
言
え
、
そ
れ
が
何
の
疑
問
も
な
く
受
け

容
れ
ら
れ
る
の
は
、
『
公
事
根
源
』
享
受
が
自
明
な
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

『
公
事
根
源
』
の
権

威
を
自
明
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
よ

っ
て
、

そ
の
よ
う
な
知
的
願
廃
を
打
破
し
、
中
世
に
お
け
る

『公
事
根
源
』
享

受
の
実
態
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
作
業
は

『年
中
行
事
歌

合
』
享
受
史
研
究
と
表
裏

一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
準
備
段
階
と
し
て
、
両
書
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る

作
品
を
列
挙
し
、
見
通
し
に
代
え
た
い

（写
本
の
問
題
は
未
精
査
に
つ
き
、

い
ま
は
措
く
）。
範
囲
は
十
五
世
紀
～
慶
長
年
間
ま
で
と
し
、
孫
引
き
の

可
能
性
が
あ
る
も
の
も
あ
げ
る
。
た
だ
し
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
に
つ

い
て
は
、
兼
良
の
著
作
と

『壌
嚢
抄
』
お
よ
び

『壌
嚢
抄
』
に
よ
る
こ

と
が
明
ら
か
な

『
太
平
記
賢
愚
抄
』
を
除
く
。

▼

『
年
中
行
事
歌
合
』

『新
続
古
今
和
歌
集
』
（歌
の
み
）、
『題
林
愚
抄
』
（歌
の
み
）、
藤
原

正
存

『
一
葉
抄
』
、
松
平
文
庫

『伊
呂
波
拾
遺
』
（於
三
河
）、
伝
宗

祇

『
竹
林
抄
之
注
』
、
同

『
竹
林
集
聞
書
』
、
柄
曳
馴
窓

『
雲
玉
和
歌

抄
』
（於
関
東
）、
伝
宗
祇

『初
学
用
捨
抄
』
、
『
玉
集
抄
』
、
『
運
歩
色

葉
集
』
、
『
連
歌
新
式
天
文
十
七
年
注
』
、
『
連
歌
新
式
永
禄
十
二
年

注
』
、
『
連
歌
新
式
心
前
注
』
、
『
連
歌
新
式
紹
巴
注
』
（た
だ
し
、
年
中

行
事
註
は

『公
事
根
源
』
に
よ
る
）、
従
正
允
伝
授
本

『新
式
聞
書
』
、

一
色
直
朝

『
月
庵
酔
醒
記
』
（於
関
東
）、
『
匠
材
集
』
（紹
巴
跛
）、
応

其

『無
一言
抄
』
（た
だ
し
、
年
中
行
事
註
は

『公
事
根
源
』
に
よ
る
）、

『
随
葉
集
』
（寛
文
十
年
刊

『増
補
随
葉
集
大
全
』
は

『公
事
根
源
』
に
よ

る
増
補
）、
『
伊
呂
波
集
拾
遺
和
歌
』
（歌
の
み
）、
『
古
事
本
語
本
説
連

歌
聞
童
邑

（成
立
年
未
詳
な
る
も
中
世
の
作
と
し
て
よ
い
か
。
於
関
東
）。

註
釈
と
し
て
、
中
原
康
富
加
註
本

（『康
富
記
』
享
徳
四
年
七
月

一
日

条
）、
『和
歌
深
秘
抄
』
所
引

「年
中
行
事

の
歌
合

の
注
」
、
尭
空

（実
隆
）
『
年
中
行
事
五
十
番
目
合
不
審
条
々
』
。

▼

『
公
事
根
源
』

『
源
氏
物
語
提
要
』
、
伝
宗
碩

『
藻
塩
草
』
、　
一
条
兼
冬

『世
諺
問
答
』
、



『
源
氏
物
語
紹
巴
抄
』
、
三
条
西
実
枝

『
山
下
水
』
、
『連
歌
新
式
紹
巴

注
』
、
紹
巴

『
狭
衣
下
紐
』
、
『無
言
抄
』
（紹
巴
披
閲
）、
中
院
通
勝

『
眠
江
入
楚
』
貧

部

『山
下
水
』
の
孫
引
き
。
孫
引
き
部
分
は

『山
下

水
』
と
同
じ
く

「根
元
抄
」
と
し
、
『山
下
水
』
に
見
え
な
い
箇
所
は

「公

事
根
源
抄
」
と
す
る
）、
『
謡
抄
』
（紹
巴

・
日
性
参
加
）、
秦
宗
巴

『徒

然
草
寿
命
院
抄
』
（通
勝
披
閲
。
ま
た
、
貞
徳

『な
ぐ
さ
み
草
』
に
よ
れ

ば
、
宗
巴
は

『徒
然
草
寿
命
院
抄
』
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
日
性
に
不
審

箇
所
を
尋
ね
た
と
い
３
、
日
性

『太
平
記
妙
』
。
『
諸
社
根
元
記
』
は
、

中
世
の
作
と
認
め
な
い
立
場
か
ら
除
外
す
る
。
そ
も
そ
も

『公
事
根

源
』

と
し
て
引
か
れ
る
文

（
一
箇
所
）
は
、
「
一十
二
社
註
式
』
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
『諸
神
根
源
抄
』
な
ど
吉
田
家
に
よ
る
諸
神

記
の
類
と
見
て
大
過
な
い
の
で
、
買
諸
神
）
根
源
」
な
ど
の
誤
伝
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
中
世
に
お
け
る

『
公
事
根
源
』
註
釈

の
存
在
は
未
確
認
。

▼
ど
ち
ら
に
よ
る
か
不
明
な
も
の

西
高
辻
本

『梵
灯
庵
袖
下
集
』
、
兼
載

『
竹
聞
』
、
『
太
平
記
聞
書
』
、

『
流
木
集
』
、
紹
巴

『連
歌
至
宝
抄
』
。

以
上
、
歌
書
が
多
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
が
、
『
年
中
行
事
歌
合
』

の
影
響
が
想
像
以
上
に
大
き
か

っ
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
註
釈
の
存
在
な
ど
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る
。

一
方
の

『
公
事
根
源
』
は
、
慶
長
年
間
の
も
の
、
紹
巴
関
係
の
も
の

が
多
い
と
言
う
と
、
た
め
に
す
る
評
価
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
が
、
『
源

氏
物
語
提
要
』
の
あ
と
、
十
六
世
紀
前
半
ま
で
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
、

使
用
者
の
幅
が

『年
中
行
事
歌
合
』
に
比
し
て
広
き
に
わ
た

っ
て
い
な

い
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『年
中
行
事
歌
合
』
の
影
響

が

「低
く
広
い
」
、
『
公
事
根
源
』
の
影
響
が

「
高
く
狭
い
」
と
い
う
傾

向
を
、
後
世

へ
の
展
開
を
見
通
し
た
う
え
で
、
精
確
に
評
価
す
べ
き
な

の
だ
ろ
う
が
、
『
公
事
根
源
』
が
こ
の
こ
ろ
広
く
権
威
あ
る
書
物
と
見

な
さ
れ
て
い
た
も
の
か
、
批
判
的
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
主
張
さ
れ
て

よ
い
。
少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
の
ほ
う

が
影
響
力
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
近
世
に
な
る
と
、
国
日経
卿
記
』
に
お
い
て

『年
中
行
事
歌

合
』
よ
り
も

『
公
事
根
源
』
の
貸
借
記
事
の
ほ
う
が
多
く
確
認
さ
れ
る

こ
と
、
慶
長
ご
ろ
か
ら

『
公
事
根
源
』
の
影
響
が
増
大
す
る
と
推
測
さ

れ
る
こ
と
、
『
年
中
行
事
歌
合
』
版
本
が
慶
安
以
降
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
公
事
根
源
』
に
は
元
和
古
活
字
版
が
あ
る
こ
と
、
明
暦
頃
の

『
祇
園

御
本
地
』
に

『
公
事
根
源
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
『増
補
随
葉

集
大
全
』
が

『公
事
根
源
』
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
元
禄

以
降

『公
事
根
源
』
註
釈
が
族
出
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
『
公
事
根
源
』

が
優
勢
に
な

っ
て
い
く
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
現
代
に
至

っ
て
は
、
『
公
事
根
源
』
の
説
を
無
批
判
に
信

用
し
た
も
の
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
、
古
典
と
化
し
た
ご
と
き
様
相
を
呈

す
。
そ
れ
が
兼
良
に
対
す
る
偶
像
崇
拝
と
知
的
類
廃
の
共
犯
関
係
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
、
角
略
で
は
あ
る
が
、
仮
に
見
通
し
を
立
て
た
。
中
世
に
関
し

て
は
、
さ
ら
な
る
資
料
の
探
索
、
書
写

。
貸
借
状
況
の
把
捉
、
『年
中



行
事
歌
合
』

の
連
歌
語
彙

へ
の
影
響

の
検
討
、
近
世
以
降
に
関
し
て
は
、

『
公
事
根
源
』
古
典
化

の
過
程

の
究
明
な
ど
が
課
題
と
な
ろ
う
。
稿
者

に
は
荷
が
重
す
ぎ
る
問
題
ば
か
り
で
あ
る
が
、
博
雅

の
示
教
を
乞

い
、

今
後

の
検
討
を
侯

つ
こ
と
と
し
た
い
。

【使
用
テ
ク
ス
ト
】

『壌
嚢
妙
』
…

『塵
添
壌
嚢
抄

・
壌
嚢
妙
』
（臨
川
書
店
、　
一
九
六
八
年
）
・
『年

中
行
事
歌
合
』
…

『新
編
国
歌
大
観
』
五

（角
川
書
店
、　
一
九
八
七
年
）
・
『公

事
根
源
』
…

『
日
本
文
学
全
書
』
（博
文
館
、　
一
八
九
二
年
）
・
『年
中
行
事
秘

抄
』
…

『群
書
類
従
』
六

・
『師
遠
年
中
行
事
』
『年
中
行
事
抄
』
『師
光
年
中

行
事
』
…

『続
群
書
類
従
』

一
〇
上

・
『下
学
集
』
…

『古
本
下
学
集
七
種
研

究
並
び
に
総
合
索
引
』
（風
間
書
房
、　
一
九
七

一
年
）
。
『令
義
解
』
…

『新
訂

増
補
国
史
大
系
』
翁
口川
弘
文
館
、　
一
九
六
六
年
）
・
『
園
太
暦
』
…

『園
太
暦
』

（続
群
書
類
従
完
成
会
、　
一
九
七

一
年
）
。
『康
富
記
』
…

『増
補
史
料
大
成
』

（臨
川
書
店
、　
一
九
六
五
年
）
・
『源
氏
物
語
提
要
』
…

『源
氏
物
語
古
注
集
成
』

（桜
楓
社
、　
一
九
七
八
年
）
・
『花
鳥
余
情
』
…

『源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
（武

蔵
野
書
院
、　
一
九
七
八
年
）
・
『和
歌
深
秘
抄
』
…

『続
群
書
類
従
』

一
六
下

。

『梵
灯
庵
袖
下
集
』
…

『島
津
忠
夫
著
作
集
』
五

（和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

注（１
）浜
田
敦
氏

・
佐
竹
昭
広
氏
共
編

『塵
添
培
嚢
妙

・
壌
嚢
妙
』
（臨
川
書
店
、

一
九
六
八
年
）。

（２
）長
谷
川
端
氏
編

『論
集
太
平
記
の
時
代
』
（新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）。

（３
）点
線
は
典
拠
に
な
い
部
分
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
ま
た
、
特
に
典
拠
と

一

致
す
る
部
分
に
傍
線
、
『培
嚢
妙
』
と
相
違
す
る
部
分
に
波
線
を
附
す
こ
と

と
す
る
。

（
４
）
『
培
嚢
妙
』
の

『
年
中
行
事
歌
合
』
依
拠
本
文
に
つ
い
て
は
、
『
年
中
行

事
歌
合
』
広
本
の
位
置
づ
け
と
も
関
わ
る
た
め
、
別
稿
を
期
す
こ
と
と
し
た

い
。結

論
の
み
言
え
ば
、
『培
嚢
妙
』
は
広
本
系
に
よ
る
が
、
現
存
す
る
広
本

は

『公
事
根
源
』
に
よ
り
増
補
さ
れ
て
お
り
、
『壌
嚢
妙
』
は

『公
事
根
源
』

補
入
以
前
の
広
本
系
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
広
本
系
に
よ
る
と
し
な
が
ら
略

本

（『新
編
国
歌
大
観
』
本
）
を
用
い
る
の
も
、
現
存
広
本
が

『公
事
根
源
』

と
接
触
し
て
い
る
た
め
で
、
『年
中
行
事
歌
合
』
に
よ
る
か

『公
事
根
源
』

に
よ
る
か
を
証
明
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
措
置
と
し
て
領
承
さ
れ
た
い
。

『年
中
行
事
歌
合
』
広
本
に
つ
い
て
は
、
八
木
意
知
男
氏

「『年
中
行
事
五

十
番
歌
合
』
論
」
「
儀
礼
和
歌
の
研
究
』
京
都
女
子
大
学
、　
一
九
九
八
年
、

初
出

一
九
九
二
年
）
参
照
。
た
だ
し
、
八
木
氏
の
説
は
私
見
と
は
ま
っ
た
く

逆
で
、
広
本
を

『公
事
根
源
』
依
拠
本
文
と
見
る
も
の
で
あ
る
。

（５
）
『新
編
国
歌
大
観
』
本
に
は
な
い
が
、
「左
近
は
子

（寅
）
右
近
は
丑

（卯
）
か
へ
／
ヽ
に
ま
は
り
侍
る
也
」
と
い
う

一
文
を
有
す
る
本
が
多
数
あ

′
υ
。

（６
）
『
園
太
暦
』
観
応
二
年

（
一
三
五

一
）
十
二
月
二
十
六
日
条
に
内
侍
所
行

幸
と
四
方
拝
に
関
す
る

一
条
家

（経
通
）

。
鷹
司
家

（冬
通
）
二

一条
家

（良
基
）
の
注
進
が
見
え
、
二
条
家
正
説
が
確
認
で
き
る
。

〈
一
条
注
進
〉

四
方
拝
儀
、
（中
略
）

向
北
称
属
星
名
字
七
遍
、

子
年
人
、
〈貪
狼
星
、
字
司
希
神
子
、
〉
丑
亥
年
人
、
〈巨
門
星
、

字
貞
元
子
、
〉
寅
成
年
人
、
〈禄
存
星
、
字
禄
会
子
、〉
卯
酉
年
人
、

〈文
曲
星
、
字
微
恵
子
、
〉
辰
申
年
人
、
〈廉
貞
星
、
字
不
隣
子
、
〉
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己
未
年
人
、
〈武
曲
星
、
字
賓
大
恵
子
、〉
午
年
人
、
〈破
軍
星
、

字
持
大
景
子
、〉
（中
略
）

〈鷹
司
注
進
〉

公
家
四
方
拝
次
第
、
〈元
日
寅
刻
、
〉
（中
略
）

先
於
拝
属
星
御
座
、
北
向
称
属
星
名
、
〈七
遍
、〉
（中
略
）

〈
二
条
注
進
〉四

方
拝
条
々

（中
略
）

一
拝
属
星
給
事
、
再
拝
、
〈本
命
星

。
当
年
星
各
七
反
令
称
名
字
給
、

為
正
説
、
〉

一
条
家
説
に
関
し
て
は
、
本
命
星
が
北
斗
七
星
、
当
年
星
が
九
曜
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
本
命
星
の
み
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
当
年
星
を
唱

え
な
い
と
い
う
明
徴
は
い
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。

（７
）
「
さ
れ
は
六
考
八
考
な
と
い
ひ
て
人
の
よ
き
事
を
撰
て
定
ら
れ
け
る
也
其

様
は
」
と
い
う
文
を
有
す
る
本
あ
り
。

（８
）
一
条
朝
に
二
十

一
社
奉
幣
制
が
整
え
ら
れ
た
あ
と
、
後
三
条
朝
に
日
吉
社

が
加
わ
り
二
十
二
社
奉
幣
制
と
な

っ
た
。
よ
っ
て
、
『公
事
根
源
』
が
史
実

に
則
す
。
岡
田
荘
司
氏

『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
（続
群
書
類
従
完
成

会
、　
一
九
九
四
年
）
参
照
。

ま
た
、
管
見
の
限
り
、
略
本

『年
中
行
事
歌
合
』
と

『
公
事
根
源
』
の
数

字
に
異
同
は
な
い
。
広
本

『年
中
行
事
歌
合
』
が

「
二
十
三
社
」
と
す
る
の

は
、
『公
事
根
源
』
に
よ
る
改
訂
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（９
）
こ
れ
も

『公
事
根
源
』
が
正
し
い

（佐
々
木
宗
雄
氏

「十
～
十

一
世
紀
の

位
禄
制
と
不
堪
佃
田
制
」
『
日
本
王
朝
国
家
論
』
名
著
出
版
、　
一
九
九
四
年
、

初
出

一
九
八
九
年
）
。

ま
た
、
管
見
の
限
り
、
両
書
の
数
字
に
異
同
は
な
い
。
広
本
も
略
本
に
同

卜
に
）
。

（１０
）
持
統
天
皇
三
年
と
仁
寿
二
年
の
記
事
は

『類
衆
国
史
』
「卯
日
御
杖
」
項

に
も
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
の
例
も
列
挙
し
て
お
り
、
『漢
官

儀
』
の
記
事
も
見
え
な
い
。

（１１
）
そ
の
他
、
『下
学
集
』
が
典
拠
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
「除

夜
」
（
［節
折
事
じ

「追
健
」
（以
上
、
時
節
門
）
「屠
蘇
白
散
」
（飲
食
門
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「此
二
箇
条

ハ
。
年
中
行
事
ノ
所

二
。
付
ル
ヘ
ケ

レ
共
。
名
字

二
付
テ
。
別
シ
テ
御
尋
ノ
間
。
此
二
註
シ
侍
り
」
と
し
て
記
さ

れ
る
五
―
四
十

一

［名
越
ノ
祓
卜
日
ハ
。
何
ナ
ル
名

ソ
。
］
・
五
―
四
十
二

［孟
蘭
盆
卜
云
ハ
。
何
事
ソ
］
な
ど
も
、
『下
学
集
』
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
‐２
）
『
風
土
記
』
逸
文
研
究
に
お
い
て
も
、
存
疑
と
す
る
の
み
で
何
に
よ
っ
た

か
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
荊
木
美
行
氏

『風
土
記
逸
文
の
文
献
学
的
研

究
』
（皇
學
館
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（・３
）
『江
次
第
抄
』
に
も

『師
光
年
中
行
事
』
前
掲
記
事
と
後
漢
明
帝
の
記
事

を
収
め
る
が
、
こ
ち
ら
は
和
文
で
は
な
い
の
で
、
依
拠
関
係
は
明
白
で
あ
る
。

な
お
、
『公
事
根
源
』
の

『師
光
年
中
行
事
』
利
用
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
、
後
漢
明
帝
の
記
事
を
有
す
る

『師
光
年
中
行
事
』

写
本
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

▼
木
藤
才
蔵
氏

「年
中
行
事
歌
合
と
公
事
根
源
」
「
二
条
良
基
の
研
究
』
桜

楓
社
、　
一
九
八
七
年
）

以
上
、
四
例

（稿
者
註
、
「供
若
菜
」
「白
馬
節
会
」
「神
祇
官
献
御
贖

物
」
「火
災
御
祭
し

ほ
ど
あ
げ
た
が
、
右
に
掲
げ
た
公
事
根
源
の
本
文

が
師
光
年
中
行
事
を
資
料
に
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
間
の
余

地
が
な
い
。

田
村
航
氏

「『
公
事
根
源
』
の

一
条
兼
良
作
に
つ
い
て
」
（
人
文
』
二
、

二
〇
〇
三
年
）

『公
事
根
源
』
（稿
者
註
、
「白
馬
節
会
し

の

「礼
記
に
春
を
東
郊
に
む

―- 82 -―



か
へ
て
青
馬
七
疋
を
も
ち
ゐ
る
と
あ
り
」
は

『
江
次
第
抄
』
の

「礼
記

云
、
迎
春
於
東
郊
、
以
青
馬
七
疋
云
云
」
を
ほ
ぼ
訓
み
下
し
た
も
の
で
、

そ
の
ま
ま

『礼
記
』
本
文
と
の
一
致
を
想
像
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が

『礼

記
』
に
該
当
す
る
記
述
は
な
く
、
か
ろ
う
じ
て

「月
令
」
の

「以
迎
春

於
東
郊
。
還
反
、
賞
公

。
卿

・
諸
侯

・
大
夫
於
朝
」
が
あ
げ
ら
れ
る
ば

か
り
で
あ
る
。
（中
略
）
『
公
事
根
源
』
に
し
ろ

『
江
次
第
抄
』
に
し
ろ
、

直
接

『礼
記
』
を
見
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
う
も

『師
光
年
中
行
事
』

の

「礼
記
云
、
迎
春
於
東
郊
、
以
青
馬
七
疋
」
を
典
拠
と
し
た
よ
う
で

あ
る
。
同
書
が
つ
づ
け
て
記
す

「註
云
、
七
小
陽
之
数
也
。
時
改
正
月

小
陽
也
」
が

（
ｃ
）
の

「七
は
少
陽
の
か
ず
、
正
月
は
小
陽
の
月
也
」

「礼
記
注
云
、
七
少
陽
之
数
也
。
時
改
正
月
少
陽
也
」
と

一
致
す
る
点

か
ら
も
う
な
ず
け
よ
う
。

（‐４
）
『師
緒
年
中
行
事
』
と
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
本
奥
書
を
有
す
る
年
中
行
事

を
指
す
。

弘
安
八
年
六
月
廿
三
日
以
相
伝
之
秘
説
授

愚
息
木
工
助
師
緒
詑

良
酬
令
中
原

〈在
判
〉

延
慶
二
年
十
二
月
写
留
了

先
行
研
究
と
し
て
は
、
所
功
氏

「中
原
家
流
年
中
行
事
書
の
成
立
」
註

（‐７
）
「
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、　
一
九
八
五
年
、

初
出

一
九
八
四
年
）
に
左
の
ご
と
く
言
及
さ
れ
る
の
み
。

中
原
氏
の
手
に
成
る
年
中
行
事
書
は
、
本
章
で
検
討
し
た
も
の
以
外
に

も
伝
存
す
る
。
そ
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
、
「師
緒
年
中
行
事
」
と
も

「外
記
年
中
行
事
」
と
も
単
に

「年
中
行
事
」
と
も
題
さ
れ
て
い
る
写

本

（未
刊
）
で
あ
る
。
（中
略
）
本
書
は
弘
安
八
年
六
月
、
造
酒
正
中

原
師
冬

（師
弘
の
男
）
が

「相
伝
之
秘
説
」
を

「愚
息
木
工
助
師
緒
」

に
伝
授
し
た
も
の
で
、
『師
遠
』
や

『師
元
』
の
祖
本
よ
り
百
数
十
年

後
、
『師
光
』
の
祖
本
よ
り
半
世
紀
近
く
後
で
あ
る
が
、
鎌
倉
後
期
に

お
け
る
中
原
家
の

″相
伝
の
秘
説
〃
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
み
ら
れ

Ｚ
り
。

な
お
、
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
蔵
明
和
二
年
藤
貞
幹
写

『外
記
年
中
行
事
』

（
一
四
五
―
二
七
）
を
用
い
る
。
そ
の
他
、
管
見
に
触
れ
た
写
本
は
以
下
の

通
り

（計
十
本
）。
内
閣
文
庫

一
四
五
―
四

一
（寛
政
五
年
写
本
）
。
一
四
五

―
四
三

（安
永
七
年
甘
露
寺
篤
長
写
本
）
。
一
四
五
―

一
六
七

。
一
四
五
―

一
七
七

（
一
四
五
―
四
三
の
模
本
か
）
。
国
会
図
書
館
二
三
七
―

一
六
六

３
年
中
行
事
抄
』
の
内
。
内
閣
文
庫

一
四
五
―
二
七
の
写
し
）

・
八
四

一
―

一
四
五

（『年
中
行
事
』
二
冊
の
内
）
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
二
〇
五
七
―

一
三

一
（原
本
、
寛
政
元
年
藤
貞
幹
写
本
。
勧
修
寺
本
広
橋
本
に
よ
り
校

合
）
。
『待
需
抄
』
所
収

『年
中
行
事
』
。
中
之
島
図
書
館
四
九
九
，
一
一―

一

〇
。

（‐５
）
『大
阪
青
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
九

。
一
九
八

一
年
五
月
。

（
‐６
）
『師
光
年
中
行
事
』
も
同
じ
。

（‐７
）
た
だ
し
、
『論
語
』
関
係
記
事
は

『師
緒
年
中
行
事
』
に
な
し
。

（‐８
）
賀
茂
家
栄

『陰
陽
雑
書
』
貧

一
〓
一六
年
ま
で
に
成
立
。
中
村
障
八
氏

『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
増
補
版
』
汲
古
書
院
、　
一
九
八
五
年
）
で
は
、
『金

谷
園
記
』
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『年
中
行
事
秘
抄
』
『師
光
年

中
行
事
』
で
は
、
コ
一星
歓
会
之
夜
也
」
以
下
が

『金
谷
園
記
』
と
し
て
引

か
れ
る
。

（‐９
）
『初
学
記
』
に
見
え
る

『風
土
記
』
の
記
事
と

一
致
し
な
い
。

（２０
）
『下
学
集
』
依
拠
を
前
提
と
す
れ
ば
、
漢
字
の
訓
義

・
『論
語
』
関
係
記

事
以
外
は

『師
緒
年
中
行
事
』
で
お
お
よ
そ
説
明
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
鈴
木
元
氏

「『本
朝
事
始
』
逸
文
輯
綴
―
中
世
源
氏
物
語
註
釈
書



等
所
引
の

一
典
籍
―
」
「
中
京
国
文
学
』
二
六
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）
に
は
、

本
朝
事
始
が
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
ど
れ
ほ
ど
流
布
し
た
も
の

か
よ
く
判
ら
な
い
の
だ
が
、
河
海
抄
の
如
く
に
こ
れ
を
本
朝
月
令
や
年

中
行
事
書
と
並
べ
て
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
孫
引
き
で

な
い
以
上
は
、
性
格
の
相
似
通

っ
た
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
註
釈
の
た
め

に
提
供
さ
れ
る
環
境
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
内

容
の
重
複
す
る
複
数
の
資
料
を
併
用
す
る
こ
の
方
法
は
、
今
日
の
眼
か

ら
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
種
の
違
和
感
を
伴
う
行
為
で
は
な
か
っ
た
か
と

も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
註
釈
の
当
事
者
た
ち
に
は
そ
う
し
た
感
覚
は
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
起
源
に
向
け
る
註
釈
の
志
向
の

強
さ
を
証
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

註
釈
の
引
用
書
目
は
そ
う
し
た
視
点
で
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

と
の
指
摘
が
あ
り
、
複
数
の
中
原
家
流
年
中
行
事
を
利
用
し
た
可
能
性
を
排

除
す
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
他
の
年
中
行

事
を
註
と
し
て
取
り
入
れ
た

『師
緒
年
中
行
事
』
の
存
在
を
も
併
せ
想
定
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
づ
れ
に
せ
よ
、
『師
緒
年
中
行
事
』
を
は
じ
め
、
未
刊
の
中
原
家
流
年

中
行
事
の
写
本
を
渉
猟
す
る
必
要
が
あ
る
。

（２‐
）
小
川
剛
生
氏

「有
職
学
と
古
典
学
―
年
中
行
事
歌
合
」
「
二
条
良
基
研

究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（２２
）
左
の
ご
と
く
、
『
公
事
根
源
』
の
名
が
見
え
る
。

▼

『
源
氏
物
語
提
要
』

こ
と
し
は
お
と
こ
た
う
か
有
。
正
月
十
六
日
の
節
会
を
は
女
踏
歌
と
い

ふ
。
舞
妓
出
る
ゆ
へ
な
り
。
十
四
日
は
男
踏
歌
也
。
殿
上
地
下
四
位
以

下
の
輩
、
所
々
を
め
く
り
、
催
馬
楽
を
う
た
ひ
、
ま
ひ
か
な
つ
る
事
有
。

是
む
か
し
正
月
十
四
日
五
日
の
夜
、
宮
中
の
遊
士
共
、
月
に
乗
し
て
か

な
た
こ
な
た
を
経
め
く
り
て
う
た
ひ
舞
し
よ
り
事
お
こ
れ
り
。
末
の
世

に
千
秋
楽

・
万
歳
楽
と
い
ひ
て
興
を
も
よ
ほ
す
事
あ
り
。
是
等
の
余
風

永
、
公
事
根
源
な
と
に
く
は
し
く
見
え
た
り
。

し
か
し
、
右
の
記
事
は

『
公
事
根
源
』
と
同
文
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
『花
鳥
余
情
』
と
同
文
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
、
注
意
を
要
す
る
だ
ろ

う
。

▼

『
公
事
根
源
』
［踏
歌
節
会
］

踏
歌
と
い
ふ
は
、
正
月
十
五
日
の
男
踏
歌
の
事
に
て
侍
る
べ
し
。
近
比

行
は
れ
侍
る
は
、
女
踏
歌
な
り
。
そ
れ
は
十
六
日
な
り
。
光
源
氏
の
物

語
に
も
、
多
く
は
男
踏
歌
の
事
を
申
し
侍
る
に
や
。
大
方
正
月
十
五
六

日
は
月
の
頃
な
れ
ば
、
京
中
の
男
女
の
、
声
よ
く
物
謡
ふ
を
召
し
つ
ど

へ
て
、
年
始
の
祝
詞
を
つ
く
り
て
、
舞
を
ま
は
せ
な
ど
せ
ら
れ
侍
り
し

故
に
、
踏
歌
と
は
申
す
な
め
り
。

『花
鳥
余
情
』

正
月
十
六
日
の
節
会
を
は
女
踏
歌
と
い
ふ
　
舞
妓
す
ゝ
み
出
る
故
也
男

踏
歌
は
十
四
日
に
あ
り
　
殿
上
地
下
の
四
位
以
下
の
輩
し
か
る
へ
き

所
々
を
め
く
り
て
さ
い
は
ら
を
う
た
ひ
ま
い
か
な
つ
る
事
あ
り
　
こ
れ

は
昔
正
月
の
十
四
五
日
に
京
中
の
遊
士
月
に
乗
し
て
あ
な
た
こ
な
た
を

へ
め
く
り
て
う
た
ひ
舞
し
よ
り
事
お
こ
れ
り
　
末
の
代
に
千
秋
ま
ん
さ

い
と
い
ひ
て
逸
興
を
も
よ
ほ
す
事
あ
る
は
こ
れ
ら
の
余
風
な
り

『
源
氏
物
語
提
要
』
と

『花
鳥
余
情
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
伊
井
春
樹

氏

「兼
良
の
源
氏
学
の
形
成
―
二
条
家
の
秘
説
か
ら

『花
鳥
余
情
』
の
成
立

へ
―
」
翁
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
室
町
前
期
』
桜
楓
社
、　
一
九
八
〇
年
、

初
出

一
九
七
五
年
）
に
よ
り
、
両
書
が
共
通
し
て
依
拠
す
る
古
註
釈
の
存
在

が
想
定
さ
れ
、
特
に
兼
良
相
伝
識
語
を
有
す
る
刈
谷
市
立
図
書
館
蔵

『和
調



秘
書
集
』
（翻
刻
、
岩
坪
健
氏

『源
氏
物
語
古
注
釈
の
研
究
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
九
年
）
が
そ
れ
に
比
定
さ
れ
て
以
来
、
伊
井
氏
の
説
が
堤
康
夫
氏

「
二
条
家
秘
説
の
伝
流
に
つ
い
て
」
翁
源
氏
物
語
注
釈
史
論
考
』
新
典
社
、

一
九
九
九
年
、
初
出

一
九
八
四
年
）
上
石
坪
健
氏

「
二
条
家
源
氏
学
の
成
立

と
展
開
―
二
条
家
本
流
か
ら
末
流
へ
―
」
（前
掲
書
、
初
出

一
九
八
八
年
Ｙ

同
氏

「
一
条
兼
良
の
秘
伝
書
類
―

『源
語
秘
訣
』
と
そ
の
類
書
―
」
（前
掲

書
、
初
出

一
九
八
九
年
）
に
よ
り
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
提
要
』
が

『公
事
根
源
』
を
参
照
し
た
箇
所
が
、

『公
事
根
源
』
と
文
章
レ
ベ
ル
で
相
違
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『花
鳥
余

情
』
と
同
文
関
係
に
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
最
も
自
然
に
導
き
出
さ
れ
る

結
論
は
、
『花
鳥
余
情
』
が

『源
氏
物
語
提
要
』
に
直
接
依
拠
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
『和
訂
秘
書
集
』
が

『花
鳥

余
情
』
『
口
伝
抄
』
な
ど
兼
良
の
註
釈
に
依
拠
し
て
い
る
、

つ
ま
り
為
家
作

の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
兼
良
相
伝
の
部
分
ま
で
を
も
偽
作
し
て

い
る
と
い
う
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
、
「和
訂
秘
書
集
』
所
収

「源
氏
秘
蘊
和
秘
抄
」
の

「兼
良
―

冬
良
―
宗
養
―
宗
碩
―
永
閑
―
栄
雅
―
覚
勝
院
―
心
敬

（以
下
略
と
、
同
書

所
収

「源
語
秘
訣
」
（兼
良
作
の
も
の
と
は
別
書
）
の

「兼
良
―
冬
良
―
実

隆
―
覚
勝
院
―
心
敬
」
と
い
う
相
承
は
明
ら
か
に
年
代
的
な
矛
盾
を
含
ん
で

い
る
。

ま
た
、
伊
井
氏
が
指
摘
し
て
い
る
、
『
口
伝
抄
』
の
冬
良
相
伝
識
語
と
別

本

「源
語
秘
訣
」
の
実
隆
相
伝
識
語
が
年
月
日

・
語
句
と
も
に

一
致
す
る
と

い
う
事
実
は
、
別
本

「源
語
秘
訣
」
が
識
語
偽
作
の
た
め
に

『
口
伝
抄
』
の

識
語
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
堤
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『和
調
秘
書
集
』
所
収

「紫

明
抄
」
翁
為
家
撰
し

は

『
口
伝
抄
』
と
二
項
目
同
文
関
係
に
あ
る
が
、
『
口

伝
抄
』
は

「
そ
の
原
型
と
さ
れ
る

『花
鳥
口
伝
抄
』
以
上
に
、
「源
氏
紫
明

抄
」
に
接
近
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

兼
良
が
為
家
仮
託

「紫
明
抄
」
を
参
照
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『花
鳥
余

情
』
完
成
に
も
先
立

つ

『花
鳥
口
伝
抄
』
が
為
家
仮
託

「紫
明
抄
」
と
同
文

関
係
に
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
も
成
立
の
遅
れ
る

『
口
伝
抄
』
が
為
家

仮
託

「紫
明
抄
」
と
同
文
関
係
に
あ
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

岩
坪
氏
は

『
口
伝
抄
』
が

『花
鳥
口
伝
抄
』
に
先
行
す
る
と
推
測
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
は
為
家
仮
託

「紫
明
抄
」
が

『花
鳥
余
情
』
と
十

一
項

目
、
『
口
伝
抄
』
と
二
項
目
同
文
関
係
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『花
鳥
口

伝
抄
』
と
は
同
文
関
係
に
な
い
理
由
は
な
ぜ
か
。

為
家
仮
託

「紫
明
抄
」
が

『花
鳥
余
情
』
『
口
伝
抄
』
に
よ
っ
て
い
る
、

ま
た

『花
鳥
口
伝
抄
』
は
見
て
い
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
堤
氏
は
為
家
仮
託

「紫
明
抄
」
が

『河
海
抄
』
と
三
項
目
同
文
関

係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
弓
河
海
抄
』
が
公
開
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ
る
以

上
、
二
条
家
秘
説
が

『河
海
抄
』
の
見
解
を
採
用
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
」
と
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
の
際
秘
書
が
公
開
さ
れ
た
註
釈
書
を
取
り
入

れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
思
い
込
み
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
は
、
特
に
為
家
仮
託

「紫
明
抄
」
と
公
開
さ
れ
た
註
釈
書
で
あ

る

『花
鳥
余
情
』
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
作
者
を
為
家
に
仮
託
し
、
兼

良
の
相
伝
を
偽
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
こ
の
書
こ
そ
が
世
に
流
布
す
る

『花
鳥
余
情
』
の
典
拠
と
な
っ
た
秘
書
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る

こ
と
こ
そ
が
、
秘
書
が
公
開
さ
れ
た
註
釈
書
に
依
拠
す
る
こ
と
の
最
大
の
効

用
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
諸
氏
の
論
は
偽
書
制

作
者
の
思
わ
く
ど
お
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

今
後
、
兼
良
の

『
源
氏
物
語
』
註
釈
と

『
源
氏
物
語
提
要
』
の
関
係
、
お
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よ
び

『和
訂
秘
書
集
』
の
典
拠
に
つ
い
て
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
如
上
よ
り
偽
書

・
秘
書
制
作
に
つ
い
て
再
考
す
べ
き
点

が
あ
る
こ
と
も
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

（２３
）
鈴
木
元
氏

『室
町
の
歌
学
と
連
歌
』
（新
典
社
、　
一
九
九
七
年
）。

（２４
）
鈴
木
元
氏

「紅
葉
の
ふ
み
―
年
中
行
事
歌
合
の

一
首
か
ら
―
」
（
和
歌
文

学
研
究
』
七
五
、　
一
九
九
九
年
七
月
）。

（２５
）
『中
世
の
文
学
　
月
庵
酔
醒
記

（上
Ｌ

（三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）

「皇
法
　
エハ
十
三
箇
条
」
（四
六
～
五
九
頁
）
註
参
照
。

（２６
）
井
上
宗
雄
氏

「
「伊
呂
波
集
拾
遺
和
歌
」
に
つ
い
て
」
「
季
刊
ぐ
ん
し
ょ
』

再
刊
六
、　
一
九
八
九
年
十
月
）。

（２７
）渡
辺
守
邦
氏

「資
料
紹
介
　
Ｕ

。
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
校
蔵

『古
事
類
』
―
も

う

一
つ
の

『連
集
良
材
』
―
」
（国
文
学
研
究
資
料
館

『
調
査
研
究
報
告
』

九
、　
一
九
八
八
年
二
月
）。

（２８
）
『和
歌
深
秘
抄
』
に
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

一
年
中
行
事
の
歌
合
の
注
に
云
。
南
祭
。
石
清
水
臨
時
祭
也
。
三
月
中

午
日
。
（有
二
時
下
午
。
殿
上
人
勤
之
。
）
舞
人
十
人
。
小
忌
衣
摺
袴

を
着
挿
華
。
左
桜
。
右
歎
冬
。
便
藤
。
北
祭
。
加
茂
臨
時
祭
也
。
十

一
月
下
西
日
。
五
節
己
後
之
西
日
也
。
色
目
同
石
清
水
。
南
祭
北
祭

は
此
両
社
に
か
き
る
也
。
年
に
両
度
祭
礼
諸
社
に
多
之
。
か
や
う
に

て
候
。
こ
と
な
る
事
な
し
。

『年
中
行
事
歌
合
』
行
事
解
説
を

「註
」
「
康
富
記
』
嘉
吉
三
年
四
月
廿
日

条
）
と
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
右
は

『年
中
行
事
歌
合
』
に
は
見
え
な
い
も

の
で
あ
り
、
『年
中
行
事
歌
合
』
に
対
す
る
註
釈
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（２９
）小
川
剛
生
氏

「有
職
学
と
古
典
学
―
年
中
行
事
歌
合
」
参
照
。

（３０
）島
居
清
氏

「諸
神
根
源
抄

・
諸
神
記

・
諸
社
根
元
記
に
就
い
て
―
其

一
、

諸
神
記
と
諸
社
根
元
記
―
」
翁
ビ
ブ
リ
ア
』
三
〇
、　
一
九
六
五
年
二
月
）。

（３．
）
長
谷
川
千
尋
氏

「
『梵
灯
庵
袖
下
集
』
の
成
立
」
「
国
語
国
文
』
七

一
―

七
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）
に
よ
れ
ば
、
『梵
灯
庵
袖
下
集
』
は
丁
類
↓
乙
類

↓
甲
類

（↓
西
高
辻
本
）
の
順
、
甲
類
の
成
立
は
十
五
世
紀
半
ば
で
あ
る
が
、

▼
乙
類

『梵
灯
庵
袖
下
集
』
（松
平
文
庫
本
）

腹
赤
は
魚
の
名
也
。
九
州
よ
り
の
み
つ
ぎ
也
。
此
は
ら
か
の
魚
取
在
所
、

筑
後
な
が
す
と
申
浦
に
て
候
也
。
是
は
肥
前
の
た
か
く
ゑ
渡
也
。
は
ら

か
の
御
調
と
云
句
に
、
な
が
す
の
渡
可
付
。

甲
類

『梵
灯
庵
袖
下
集
』
（西
高
辻
本
）

又
つ
く
し
に
は
、
筑
後
の
国
な
が
す
の
浦
に
、
な
が
は
ま
と
申
在
所
に
、

此
は
ら
か
の
魚
を
取
也
。
腹
赤
に
長
浜
の
う
ら
附
べ
し
。

右
、
甲
類
傍
線
部
は

「
な
が
す
」
と
重
複
し
て
い
る
以
上
、

▼

『新
宇
土
市
史
通
史
編
二
』
公
一〇
〇
七
年
）
第
十
章
第

一
節

（鈴
木
元

氏
執
筆
）

（稿
者
註
、
伝
宗
祇

『名
所
方
角
抄
』
に
関
し
て
）
特
徴
的
な
の
は

「宇
土
の
長
浜
」
で
、
「年
中
行
事
に
は
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の

は
、
『年
中
行
事
歌
合
』
の
二
番
右
、
「腹
赤
御
贄
」
を
詠
ん
だ
四
辻
善

成
の
歌
、

初
春
の
千
代
の
た
め
し
の
長
浜
に
つ
れ
る
は
ら
か
も
わ
が
君
の
た

め

を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
『
肥
後
国
誌
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
腹
赤

御
贄
の
起
源
に
つ
い
て
は

『釈
日
本
紀
』
所
引

「
肥
後
国
風
土
記
」
逸

文
が
玉
名
郡
の
長
洲
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を

「宇
土
の
長
浜
」
と
結
び

つ
け
る
理
解
は

『年
中
行
事
歌
合
』
の
判
詞
に
始
ま
る
。

『年
中
行
事
歌
合
』
冨
一番

・
右

。
腹
赤
御
贄
］

景
行
天
皇
の
代
、
筑
後
国
宇
土
郡
長
浜
に
て
此
魚
を
つ
り
た
て
ま
つ
り

け
る
を
、
年
ご
と
の
節
会
に
供
す
べ
き
由
定
め
お
か
れ
た
る
な
り
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『
公
事
根
源
』
［元
日
ノ
節
会
］

景
行
天
皇
の
御
宇
、
筑
紫
の
国
宇
土
の
郡
長
浜
に
て
、
海
人
こ
れ
を
釣

り
て
奉
る
。

「
宇
土
の
長
浜
」
と
結
び
つ
け
る
理
解
は

『年
中
行
事
歌
合
』
の
判
詞
に
始

ま
る
」
こ
と
を
も
考
量
す
れ
ば
、
『年
中
行
事
歌
合
』
か

『公
事
根
源
』
に

よ
る
増
補

。
改
訂
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
ど
ち
ら
に
よ
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、

▼
甲
類

『梵
灯
庵
袖
下
集
』
（西
高
辻
本
）

〓
扇
を
給
ふ
と
す
れ
ば
、
四
月
朔
日
事
也
。
殿
上
人
は
、
み
な
四
月
朔

日
に
、
夏
の
扇
を
君
よ
り
給
ふ
也
。
一扇
を
賜
ふ
と
申
は
是
な
り
。

『年
中
行
事
歌
合
』
［十

一
番

・
左

・
旬
四
月
一
日
］

左
、
扇
を
臣
下
に
給
ふ
に
て
題
の
心
は
侍
る
べ
き
に
や
、
（中
略
）
四

月
の
旬
に
は
、
内
侍
扇
を
も
ち
て
上
達
部
に
給
へ
ば
、
ひ
ざ
ま
づ
き
て

う
け
と
る
さ
法
な
ど
あ
る
に
や
、

乙
類
に
な
い
右
の
記
事
が
、
『年
中
行
事
歌
合
』
の
題
に
対
す
る
意
識
を
承

け
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『年
中
行
事
歌
合
』
に
よ
る
可
能
性
が
や
や
高

い
か
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
か
く
の
ご
と
き
推
測
は
稿
者
の
見
通
し
を
投
影
し
た
に
過
ぎ

な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
十
五
世
紀
半
ば
の
作
品
に

『
公
事
根
源
』
影

響
の
明
徴
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
事
実
で
あ
ろ
う
。

（３２
）山
科
言
経
は

『謡
抄
』
に
参
加
し
て
お
り
、
紹
巴

。
日
性
と
交
流
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
宗
巴
と
の
交
流
も
密
で
あ
る
。

（
の
が
み

。
じ

ゅ
ん
い
ち
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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